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はじめに 

 

総務省では、近年、各地域の総合通信局等を中心に、関係事業者・

団体と連携して、青少年が安心・安全にインターネットを利用する

ため、青少年や保護者・教職員等に対しインターネットリテラシー・

マナー等の向上のための講座等を多数開催しており、その数は年々

増加しています（e-ネット安心講座その他の講座等の開催件数：平

成 23年度：900件、平成 24年度 1,653件、平成 25 年度 2,232 件）。 

このような活動へのニーズは、今後、ますます増加するものと考

えられますが、こうした活動を今後も円滑に実施していくためには、

地域における自主的で継続可能な枠組みの構築が必要です。 

そこで、今回、各地の学校や自治体、企業、NPO等がインターネッ

トリテラシー・マナー等向上のために自主的に活動をしている様々

な事例を各地の総合通信局等を通じて収集し、事例集として取りま

とめることとしました。 

今回、収集した事例は全国で自主的に行われているインターネッ

トリテラシー・マナー等の向上活動のごく一部ですが、様々な事例

を取り上げており、今後の各地域での活動に当たって、参考となる

ものがあると考えております。 

総務省としては、これらの各地域での活動等を通じ、インターネ

ットリテラシー・マナー等の一層の向上が図られ、青少年が安心・

安全にインターネットを利用できる環境の整備が進むよう、今後も

積極的に取り組んで行きたいと考えています。 
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都道府県 熊本県 学校名等 熊本市立江南中学校 

名称 ネット利用に関する「江南ルール」の取組み 

目標(狙い) ネット社会を生き抜く子どもたちを育てる。 

（具体的な取組等の内容） 

① ルール作りの端緒 

生徒がコミュニケーションアプリ上のトラブルを２年生の学年主任の髙木雅子教諭に相

談したことをきっかけに、２年生の学級担任が話し合って、全クラスで「情報モラル」学

習を実施。その後、髙木教諭が生徒たちに江南のルールを作ろうと思うけれど、と相談。

そこから「江南ルール」作りがスタート。「実行委員」が中心になって、各クラスから出さ

れた意見を統合したりカテゴライズしたりするなど、生徒たちが自ら考え、話し合い、一

から原案を作成。本年３月の「江南立志の日」という学年行事の中で「江南ルール」を発

表し、保護者にもアピールした。（この時点では未だ当時の２年生だけのルール） 

 

② 「江南ルール」の広がり（学年から学校全体、そしてフォーラムへ） 

ルールを作った生徒が３年生となった４月から、「実行委員」を「推進委員」に名称を変

更（江南ルールを育てることに目的を変更したため）し、生徒議会に全校生徒での「江南

ルール」採択を提案。しかし、辞書やアラーム機能を使いたいので１０時以降さわらない

は困るなどの意見が出され、生徒議会での議決は難航し、推進委員は悩みを抱える。そん

な中、e-ネット安心講座を全校生徒、および保護者も交えて受講したのを契機に、「情報モ

ラル」への認識も高まり、再度、生徒議会で議論を重ね、今回も生徒たちの力で「新江南

ルール」を学校のルールとして採択した。その過程を 7/25「青少年の「ネットルール」を

考えるフォーラム in 熊本」（九州総通局と安心協の共催イベント）において多くの参加者

に発表した。 

 

③ 成果と課題（フォーラム発表の中から） 

3 年生のアンケート結果からは、「江南ルール」により心が傷つく書き込みや学校での悪

口が減ったなどの成果が明らかになる一方、１０時以降はさわらないが完全に守られてい

ない、1,2 年生があまり守っていないなど、運用面や下級生へ伝える難しさなどの課題も

浮き彫りとなった。発表の最後に生徒たちは、「中学生のうちにこれからの情報社会につい

て本気で考え、取り組む事もできたのはとても貴重な体験だった。これからの情報社会と

の関わり方にも活かしていきたい」と、力強く締めくくった。 

髙木教諭は、「ルールつくりは、生徒と共に考える（協同）ことや、話し合いができるス

キル、表現できる場をつくるなどの「土壌」づくりなどが重要。ルールを作ってもトラブ

ルをなくすことはできないかもしれないが、ルールについて考えることでそれを乗り越え

る力を持つことが出来る」と述べている。 
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写真・図表等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

≪フォーラムで「江南ルール」の取組を発表する推進委員≫ 

 

  

2014/07/15 学校採択された 「新 江南ルール」 
江南中学校生徒会 

「江南ルール」推進委員会 

「江南ルール」 
情報社会において「大切な人」を傷つけてしまった時 

あなたは責任を負えますか？ 
 
ルール１ 健康を守ろう 

①  １０時以降は、情報通信をしない 
② 寝るときは、極力電源を切って、返信や投稿をしない 

ルール２ 友情を守ろう 

①  見た人が傷ついたり不愉快に感じたりする言葉は使わない 
② 悪意のあるグループを作らない・入らない 
③   相手の身になって考える 

ルール３ プライバシーを守ろう 

①  個人情報をネットに載せない。（画像・氏名など） 
② 誰にでも見せられる情報・言葉しか書き込まない 
③  知らない人からの書きこみは無視する  
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都道府県 大阪府 学校名等 羽衣学園中学校・高等学校 

名称 生徒を中心とした検討チームによるソーシャルメディアガイドライン作成 

目標(狙い) 

①学校－生徒が一体となった検討チームを立ち上げる。 

②運用にあたっては、学校-生徒-保護者が一体となった実効性のあるルール

作りを行う。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

中高生におけるソーシャルメディアの利用が拡大に伴い、ソーシャルメディア利用に

伴うトラブルが高校以下の低年齢層に拡大している状況にある。 

ソーシャルメディアの利用は、常に教師よりも生徒側が先行するだけに、生徒指導が

重要となり、教師がソーシャルメディアを利用するかどうか、詳しいかどうかに関係な

く、生徒に対して、教職員全員でガイドラインに沿った注意喚起を行う必要があるため、

当学園においても、適切なネット利用、また、生徒の健全育成の側面からも、ソーシャ

ルメディアガイドラインを策定していくこととした。 

なお、策定にあたっては、安心ネットづくり促進協議会ホームページで紹介されてい

るガイドライン策定にあたっての、手引き、作成事例も参考とした。 

【実施時期等】 

・ 平成 25 年 12月～平成 26年７月 

  12月 ２月 ４月 ５月 ７月 

検討チーム
編成 

チームメンバ
ー選定 

チーム編成    

ガイドライ
ン作成検討 

 
第 1回会合 
（スケジュー
ル共有等 

第 2回会合 
（一次案策定） 
第 3回会合 
（二次案策定） 

第 4回会合 
（最終） 
 

 

実施ルール
検討 

  

第 2回会合 
（ 実 施 ル ー
ル・運用体制検
討 

  

展開   
保護者新入生
説明会 

 学内リリース 

【参加者等】 
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【主な検討事項】 

 ・ソーシャルメディアガイドライン普及促進の目的の明確化 

・取組の方向性とスケジュール 

・検討体制 

・掲載事項 

・運用体制の検討 

・効果確認方法 

【結果（参加者の感想等）】 

高校生になって、皆さんには楽しみがたくさんあると思います。また、行動範囲も中学

より広がり、携帯電話やスマートフォン、パソコンなどのインターネットの利用も増える

ことと思います。楽しく大切な高校生活を、無駄にせず、後で後悔しないためにも、ここ

では、インターネット利用について、特に注意して欲しいと考えました。 

結果 下記の６つが特にポイントであると考えました。 

１ インターネットは世界に広がる可能性がある！！ 

２ インターネットで発信した情報は消えない！！ 

３ 個人情報は公開しない！！ 

４ 責任をもって使おう！！ 

５ ゲーム、インターネットサーフィン（動画）、SNSに依存しない！！ 

６ セキュリティにも注意しよう！！ 

まとめ 

ソーシャルメディアを使うなら、発信者としての自覚と責任を持ち、法令・規範を守りま

しょう。  

 

これからのネット社会をつくるために 

羽衣学園高等学校 3年 永冨亜衣さん  

  （「高校生 ICT Conference 2013 in大阪」に参加し、高校生 ICT Conference2013 サミッ

トおよび内閣府報告会にも参加）。  

  「高校生 ICT」は、現代のネット社会について私たち高校生が議論を重ね、より良いネッ

ト社会を築くための提案をするものです。毎回、google、DeNA、LINE などの企業の方々が

来場して、講義をしてくださいました。その後に、私たち高校生が各グループに分かれて

意見を出し合い、一つのプレゼンテーションを作り、発表し合いました。  

  私は、高校生熟議に参加するのは二回目でした。前回は、ネット社会の危険性を実感し

ました。それとともにその危険性を知ることによって快適にインターネットを利用できる

ということも学びました。 今回も参加して、ネット社会が急激に発展し続けているという

ことを実感しました。話した内容も前回とは違うことばかりでした。今回のテーマは“モ

ラル”でした。インターネットのトラブルが増えている原因として悪質なものがたくさん
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ありますが、それらを避けるために最良な方法は、利用者である私たちが、ネット社会を

理解するということです。最近のネット使用者はマナーに欠けた行動が多々あるように思

われます。また、しなければならないことを実行しない人たちも多いように思います。例

えば、インターネットの巨大さに気づかず軽率な行動をとってしまう、アプリをインスト

ールする際に出てくる利用規約を読まないなどです。これらは私たちが日常から危機感を

持っていないから生じてくる問題です。 私たちはこのような問題を解決するために、「誰

に」「何を」「どのように伝えるか」ということに気をつけて考えました。そして、それぞ

れの意見をポストイットに書いて大きな模造紙に貼って意見を整理しました。「誰に」とい

う面では、「これからスマートフォンを利用する人たちに」「現在利用する人たちに」「ネッ

トを提供している人たちに」が主です。「何を」では、「インターネットの危険性について

理解する」「常日頃から危機感を持つ」「利用規約を持つ」などの意見が出ました。最後に、

「どのように」は、「広告を利用する」「ネットの危険を体験できる疑似体験アプリを作る」

「掲示板を作る」などのアイデアが出ました。この「どのように」が一番力に入るトピッ

クでもありました。広告一つにしても、どのように広告を利用するかなどたくさんの意見

が出ました。CM を流す、アプリを利用している際に上や下に出てくる広告を利用する、電

車の広告を使うなど様々な意見が出ました。これらの意見もポストイットに書いて分類し

て模造紙に貼っていきました。最後にその模造紙を参考にパワーポイントにまとめて、約

５分のプレゼンテーションを完成させました。プレゼンテーションでは、全員が意見を述

べるように気をつけました。 私のグループは「危機感を持つ」ということについて考えま

したが、「インターネットの依存」「インターネットでのいじめ」などを発表しているグル

ープもありました。各グループのプレゼンテーションを見ることによって、自分のグルー

プになかった考え方などを知ることができ、より理解を深めることができます。  

  スマートフォンが普及すればするほどインターネットも発達していきます。インターネ

ットが快適になっていく裏でトラブルの数も増えていきます。私たち利用者は、インター

ネットを使う際に危険性についても必ず考えなければなりません。インターネットは便利

なものですが一歩使い道を間違えることによって、取り返しのつかないものにも成りえま

す。そのことをしっかり理解し、常に危機感を持っていれば、私たちはインターネットを

より安全に、より快適に利用することができます。高校生である私たちが意見を出し合い、

学び合うことが、これからのネット社会を作るうえで大切なことだと思います。その一歩

として参加メンバーで相談して学校に戻り本校のソーシャルメディアガイドラインを作ろ

うということになりました。  

 このガイドラインは、一人だけが守ってもみんなの安全は保てません。羽衣学園の生徒

および関係者全員が、この内容に準じた利用を心がけて欲しいとおもっています。 
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【本授業を実施する際の留意点】 

羽衣学園高校３年生 ５名にインタビューしました。  

（寺岡奈々子・田中瑠美子・森穂乃香・細井優香・林姫穂）  

■ICTカンファレンスからソーシャルメディアガイドライン作成活動に参加してみて、よか

ったことを教えてください。  

   

林さん : いろいろな人の意見を聞けて、視野が広がることです。また、専門家の人の話

が聞けるのもすごくいい経験です。自分達が「こうすればいい」と思ったことでも、専門

家の意見を聞くと法律的にダメだったり、技術的に無理だったりすることがわかり、それ

もまた勉強になります。  

細井さん : ふだん考えないことを真剣に考える機会になることです。学校の仲間だとダ

レて話せなかったりすることでも、「熟議」の場では、初対面の人だからこそ真剣に話し合

えるのもいい経験になると思います。  

森さん : スマホに換えてまだ 3か月なので、専門的なことも含めていろいろな使い方が

聞けてよかったと思います。友達同士で話しているだけでは、便利なことはわかっても危

険があることまではわかりません。頑張ってしゃべることで、いろんなことが学べること

が熟議のいいところだと思います。  

田中さん : 身近ではない人だから話し合えることがあると思います。このあいだ隠岐

（島根県）の高校生と熟議をした時は、スマホの使い方が私達とは違うのでびっくりしま

した。隠岐にはコンビニがないので、買い物はネットショッピングをふつうにするのだそ

うです。そんな話を聞けるのも、熟議のすごいところだと思います。  

 寺岡さん : 学校の授業では、このようなプレゼンをすることはありませんが、ボランテ

ィア部の活動で海外の子と会うと、同じ年なのにプレゼンがすごいんです! そういうのを

見ていると、とても刺激になりますね。熟議では、話し合うこととプレゼンすることの両

方ができるので、勉強になります。  

  

■学校の授業でこのような取組を入れるとしたら、どういう形でするのがいいと思います

か。  

寺岡さん : いろいろな学校から来て行う熟議は、意識の高い子が多いのでやりやすいと

思います。学校の授業で、いつも顔を合わせている子同士でやると、発言する子とそうで

ない子がどうしても決まってしまうので、よくないと思います。テーマは、いろんな意見

が出やすいもの、例えば「電車の中でパンとか食べることをどう思うか」などにして、ふ

だんの授業ではなく、イベント的にやるのがいいかと思います。  

 森さん : みんなは知らない子同士の方がいいと言うけど、私は知っている同士の方が話

しやすいですね。でも、1グループは 6人くらいにして、ふだん発言しづらい子に対しても、

まわりの人が意見を聞いてあげるようにするのがいいと思います。  

  田中さん : 私も 6人くらいがちょうどいいと思います。発言する子・しない子に分ける

のでなく、みんなが平等に話すルールを作ってあげるのがいいと思います。  
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  林さん : クラスでやるなら、全員でやるのは絶対ダメで、グループに分かれてやるのが

いいと思います。1グループは今日の 8人くらいがいいかな。ポストイットに書いて貼るの

は、自分の意見を形にして残すことにもなるし、書いた意見を読むことで必ず発言するこ

とになるので、とても大事だと思います。  

   

ｃｆ デジタルアーツ(株)さんと協力して「スマホにひそむ危険疑似体験アプリ」の作成

にも関わりました。 

写真・図表等 
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都道府県 東京都 学校名等 自由学園 男子部（中・高一貫） 

名称 対話で解決「学生寮でのルールづくり」 

目標(狙い) 
学生寮において、生徒自身がルールをつくりどう守らせるかを目的とし、生

徒自身が自ら考え、行動する力を育む。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

自由学園では、自治を重んじており、毎年、生徒自身で寮生活でのルールを作りを行っ

ている。 

自由学園男子部・学生寮においては、中高生約１２０名（生徒の７割）が生活をしてお

り、自主ルールで就寝時間後のネット接続などは禁止していたが、数年前から動画サイト、

ゲーム、SNS 等に夢中になり、就寝時間後もネットを見たりメールのやりとりを続ける生

徒が出てきた。 

このためルール違反を注意することを担当している持ち物係（５名）が中心となり、ル

ールを守れていない生徒と繰り返し面談を行い、なぜ、ルールを作ったかを説明し、対話

を重ねて一緒に問題解決を図るもの。 

生徒自身が「どうすべきか自分で考え、行動する力」を育む取組。 

【実施時期】 

 平成 26年４月 

【取組が目指すもの】 

 民主社会を理解するために、話し合いにより課題を解決していく取組として、ひとつの

ルールをつくることにより、そのルールにより目指しているものを生徒に理解させてい

く。 

 最初のうちは、ルールの意義が分からず、ルールを守らない生徒もいたが、そのような

生徒に対しては、持ち物係の生徒が繰り返し、場合によっては２０回にも及ぶ対話を行い、

何故そのルールが必要なのかの理解を得るようにしていった。これにより、当初はルール

を守ることができていなかった生徒もルールの意義を理解し、ルールに納得したことによ

って、ルールを守ろうという意識となる。 

大切なのは対話を中心として、考え決定していくこと。 
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【ルール】 

2014年度寮での持ち物について 

持ち込み可能物 
・本、雑誌 
・玩具（寮で使う常識範囲内のもの） 
・ノートパソコン（高等科のみ） 
・DVDプレーヤー 
・音楽、多機能プレーヤー 
 
禁則事項 
・新入生の電化製品、マネーカード(テレフォンカードを除く)、自転車の持ち込み 
・平日のレンタル DVD の視聴 
・集中勉強中、就寝後の音楽再生以外の電子機器でのすべての行為 
・19時以降のスピーカーやアンプなど音量増幅機器の使用 
・持ち込み禁止物の持ち込み 
 ・麻雀、花札 
 ・ポケット Wi-Fi 
 ・漫画 
 ・デスクトップパソコン 
 ・トレーディングカードゲーム 
 ・ゲーム機 
 ・危険物 
 
その他 
・ 電子機器類や貴重品は希望すれば寮長室に預けられる 
・ 電子機器類は必ず防犯登録をする。もし無登録の物の使用が発覚したら持ち物

の係りとの面談の上、強制的に登録する。 
・ 無登録の電子機器がなくなった場合、持ち物の係は一切の対応をしない。 
・ 財布や電子機器が放置されていた場合６年生が回収し寮長室で一時保管する 
・ 法律上違法とされている行為をすべて禁ずる 

 
禁則事項違反者への対応 
 違反者を発見、確認した 6年生が持ち物の係に報告し 
 以下の罰則を原則として与える。 
   １回目 持ち物の係と面談 
   ２回目 持ち物の係と面談し、期間を決めたうえで寮長室へ預ける 
   ３回目 教師と持ち物の係と面談し、所持しているすべての電子機器を没収す

る 
 
上記のルールはすべて随時更新していく 
持ち物の係とルールに対し意見、疑問、質問がある場合は直接持ち物の係まで 

【その他】 

以前は、ルール違反を見つけると、その場で携帯や機器を没収していた。今回はすぐに

物を取り上げるのではなく、まずは面談を実施し３回目の違反で没収。 

 また、保護者会では、「スマホや携帯のネット利用は難しい。本当に必要なのか親子で

話し合ってください」と呼びかけている。 
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先輩から後輩へ 
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都道府県 神奈川県 学校名等 鎌倉女学院高等学校 

名称 「高校生が教える情報モラル教育」 

目標(狙い) 

高校生が年齢の近い中学生に「インターネットの正しい使い方を教える授

業」（以下、「授業」という。）をすることで、中学生はもちろんのこと教え

る側の高校生も授業づくりを進める過程で情報モラルに関する理解を深め

てもらうことを目標とした。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

高校生による中学生に対するネットリテラシー講座の実施を通じて、講師となる高校

生は「授業」を実施するためにネットリテラシーやプレゼンテーション方法を深く学ん

でいくとともに、生徒となる中学生は同年代の講師から同年代の言葉で情報モラル教育

を受けることにより、共感を覚えて理解度も高まることが期待できる取組。 

今後は、同校の高校２年生全員による中学１年生への「授業」実施について、取組を

行っているところ。 

【実施時期・回数】 

・ 平成 25 年４月 27日～７月 13日（土曜講座として実施） 

・ 計 7回の授業。授業時間は計 24時間（３時間×６コマ、６時間×１コマ） 

【参加者】 

・ 鎌倉女学院高等学校の生徒（12名）、中等部の中学 1年生（40名）、教員 

・ 広告関係企業・ネット事業者・関係団体等からの講師 

【講義等の構成】 

 授業の展開については、次表のとおり。 

第 1回 

（4/27） 

 

３時間 

［目的］講師・生徒の距離を縮めるとともに、授業内容を把握する 

 ・ 参加者（生徒・講師）同士での自己紹介 

・ 授業の取組内容や目的についての共有 

・ 講師による講義 

（「ネットの危険性」と「バランスのよいネットの使い方」について） 

第 2回 

（5/11） 

 

３時間 

［目的］情報モラルについて深く学び、小学生に教えるきっかけを考える 

 ・ 講師による講義 

（「情報発信の仕方」と「コミュニティサイト」について）. 

 ・ 疑似 SNSサイトを利用し SNSの危険性について体験 

 ・ 「授業」の対象となる小学生について知るために、小学校高学年の

男子、女子のイメージ（好き/嫌いなもの、時間の使い方、期待され

ていること、気持ちなど）について共有 

第 3回 

（5/25） 

 

３時間 

［目的］小学生にどう教えるかを学ぶ 

 ・ 実際の「授業」で教える内容の案出し（前回の授業で印象に残った

点を挙げ、そこから小学生に伝えたいことを選び、重要度をつけてい

く） 

 ・ 表現アイディアの事例（公共テーマの広告賞受賞作品集）を見て、
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伝え方の手法を学んだ後、個人で「授業」のキャッチコピーや授業内

容を考え発表 

※ 発表に対するフィードバックを参考に、新しい授業を考えてくるこ

とを宿題 

第 4回 

（6/8） 

 

３時間 

［目的］表現アイディアを考える 

 ・ 講師による講義 

（「インターネット上のトラブル・リスクや怖さ」について） 

 ・ 「授業」で使うキャッチコピーの決定 

 ・ 宿題の「授業」の企画案を発表し、講師のアドバイス・小学生向け

のゲームの体験を通して、新たに企画書を作成 

第 5回 

（6/29） 

 

３時間 

［目的］コンテンツの制作 

 ・ 生徒が作成した企画書を参考に「ゲームアクティビティ」と「劇」

を授業内容に決定し、チーム分けを行った（「ゲームアクティビティ」、

「劇」、「MC」の 3チーム） 

 ・ 各チームでコンテンツを作成 

第 6回 

（7/6） 

 

６時間 

［目的］コンテンツの制作 

 ・ コンテンツの制作及びリハーサル 

授業 

（7/8） 

 

30分 

中学 1年生（40 名）を対象に今までの授業で作り上げた「授業」を実施 

第７回 

（7/13） 

 

３時間 

[目的]振り返り 

・ 「授業」を受けた中学１年生のアンケート結果の分析 

・ 各自が自分ならどのように情報の授業を行うかをプレゼン 

  注：表中に「小学生に教える」などという記載があるが、これは当初は小学生向けに「授
業」を行うことを想定して取り組んでいたためである。 

【結果（参加者の感想等）】 

「授業」に参加した中学生（40 名）にアンケートをとると、実に 92.5％の生徒が内容

を理解できたと答えた。年齢の近い高校生から直接教わるのは、共感も得やすく理解度

が高まったようであった。また、高校生も教える側として真剣に勉強するため、高校生

のネットリテラシーも上がったようであった。 

※ 感想の例（小学生）：「カメラやスマートフォンで写真を撮ったら、位置情報が記録

されることがわかった」、「授業内容を友だちや親に教えたい」 

【本授業を実施する際の留意点】 

この取組の実施にあたっては、「授業」を行う高校生に対し、ネットに関する知識と授

業の構成に関する知識を事前に身につけてもらう必要がある。特に、ネットに関する知

識については、鎌倉女学院高等学校のように外部講師を呼ぶことができない場合は、情

報の教科書や国・自治体・企業等が作成している啓発資料等を活用いただきたい。 
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写真・図表等 

＜授業風景１：講義を受ける生徒たち＞      ＜授業風景２：生徒同士での意見交換＞ 

 

 

＜授業風景４：アイディアを発表する生徒＞   ＜授業風景５：アクティビティを活用した講義＞ 

 

 

＜授業風景５：中学生への「授業」の実施①＞   ＜授業風景６：中学生への「授業」の実施②＞ 
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都道府県 石川県 学校名等 金沢工業大学 

名称 情報セキュリティスキルアッププロジェクト 

目標(狙い) 

近年、子どもたちがパソコンや携帯電話、スマートフォン、タブレット型

端末などでインターネットを利用する機会が急激に増加し、それによってさ

まざまな問題が生じている。中でもネット上のいじめが、深刻化しているこ

とを踏まえ、金沢工業大学の「情報セキュリティスキルアッププロジェクト」

では、石川県警察本部、金沢市、地元セキュリティ関連企業の専門家と連携

し、インターネット使用のエチケットやコミュニケーションアプリなどのソ

ーシャルネットワークサービスに潜む危険性について、地域での周知啓発に

取り組んでいる。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

同大学の情報系学生が運営する「情報セキュリティスキルアッププロジェクト」では、

金沢市等との地域連携の一環として、小中学生とその保護者を対象とした「ネットいじめ

防止のための情報セキュリティ教室」を実施している。 

普段は情報セキュリティ技術の向上に取り組んでいる中、今年度よりボランティア活動

による地域貢献の一環として、中学生等に学んでもらう場として「情報セキュリティ教室」

を開催しており、地域の情報リテラシー向上の他、参加する学生たちの知識・技術の定着

や発展、情報を伝達するコミュニケーション能力の向上に役立っている。 

【取組結果】 

①金沢市立泉中学校（金沢市弥生 1丁目 26番 1号） 

時 期：平成 26 年 7月 9日（水） 

参加者：中学 1～3年生 420名 

内容等：プロジェクトメンバー1年生 3名が講師を担当し、ネットは便利な面がある一

方、ネットいじめの事例を通じて「誤解を招く発言は控え、相手がどう受け止

めるかを考えて！」と注意を呼びかけた。当日は、学生がネット上のいじめを

題材に、いじめを防止するためのインターネット使用のエチケットやコミュニ

ケーションアプリなどのソーシャルネットワークサービスに潜む危険性につい

て講演を行い、インターネット利用に対し正しい判断力や態度について学習を

深めた。 

②金沢市立湯涌小学校・芝原中学校（金沢市湯涌荒屋町 23） 

時 期：平成 26 年 7月 16 日（水） 

参加者：小学 4年～中学 3年生 59名 

内容等：同上 
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写真・図表等 

（１）金沢市立泉中学校において金沢工業大学 1年生が講師を担当 

 

引用：金沢工業大学 産学連携教育研究プロジェクト   

（２）情報セキュリティスキルアッププロジェクトにおいて企画・検討中 

   

 

   引用：金沢工業大学 産学連携教育研究プロジェクト   
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都道府県 兵庫県 学校名等 兵庫県立大学 

名称 
ソーシャルメディア研究会 

（兵庫県立大学ソーシャルゲーム研究会 から名称変更）  

目標(狙い) 

兵庫県立大学の学生が中心となり、産学官の連携のもと、携帯電話やス

マートフォンの弊害から子供達を守っていくための方策について、検討・

検証、具体的な実践を通して、地域における学生のリテラシー向上に資す

る活動を目指す 

１ 取組成果等 

・兵庫県青少年課主催の研修会において、学生が主体となりスマホについての講演を実施 

・スマートフォン・アプリ（スマホにひそむ危険（疑似体験））作成と公開 

  （グーグルプレイ等で配布中） 

・猪名川町、神戸市、滋賀県、大阪府等の中高生のスマホ対策支援 

・神戸市全１６７小学校でスマホについての授業実施中 

・兵庫県警察、学生サイバー防犯リーダーとしての活動中 

 

２ 総務省施策等との関連性 

近畿総合通信局電気通信事業課が事務局を努める「スマートフォン時代に対応した青少年

のインターネット利用に関する連絡会（略称：スマホ連絡会（近畿））」の分科会として位置

づけ、同連絡会の活動のひとつとして実施。 

 

３ 実施概要 

「携帯電話・スマホの弊害から子供たちをどう守るか」を目的に、スマホ連絡会（近畿）

座長を務める兵庫県立大学・竹内准教授のゼミ生と関係団体から構成される研究会であり、

産学官連携のもと学生目線による学生のリテラシー向上に資する活動を展開している。 

スマホ連絡会の分科会である本研究会は、学生が運営し、経験を踏まえたスマホでの陥り

やすい問題について現状分析や解決策を検討、さらに関係団体との協働において具体的な実

践や成果物を作成している。 

毎週木曜日１９時から兵庫県立大学環境人間学部で活動しているが、これまで２回の大き

な会合を開催している。 

 

（１） 第１回「ソーシャルゲーム研究会」研究大会 

平成２５年１０月３日（木）兵庫県立大学 

【主な議題等】 

・研究会の設立について 

・今後の取組の方向性について 

  ① 「啓発動画コンクール」の開催向けた検討 

  ② 年代別の疑似体験用アプリを作成（デジタルアーツが作成のサポートを行う） 
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  ③ 講演会、セミナー等で学生が登壇し実体験を交えた話を披露する。 

 

（２） 第２回「ソーシャルメディア研究会」研究大会 

平成２６年３月５日（水） 兵庫県立大学 

【主な議題】 

・名称変更 「ソーシャルメディア研究会」に名称変更 

・研究会メンバーによる取組発表 

①デジタルアーツ 疑似体験アプリ製作－３作品完成（平成２６年３月１０日リリー

ス）（兵庫県立大生のシナリオ－２作品、羽衣学園高等学校からシナリオ１作品を提供） 

②３０秒の啓発動画作品の披露 

③講演会実施についての説明 

・ソーシャルゲーム研究会の取組経過を踏まえた今後の活動 

①コンテストの開催検討  

  シナリオコンテスト（パワポを想定） ＨＰにアップ 

  ３０秒啓発動画 

②中・高校生支援 

  次世代に［大学生、高校生と一緒に］（猪名川モデル） 

  スマホ生徒手帳作成 

  出前授業  猪名川－３中学（26年度に）兵庫県下の取組紹介 

③アンケート調査の実施 （小学４年生から） 

  ＳＮＳ、ゲーム関係 

 

４ 期待される効果 

・学生目線による、より実効性の高いリテラシー向上の活動展開 

・参加学生のリテラシー向上に関する意識向上やコミュニケーション能力の醸成 

・ リテラシー向上に関する広範な啓発活動に寄与 

・産学官の協働のもと団体間交流と青少年参画による地域の連携と新たな取組展開 

 

５ その他 

【研究会参加メンバー】 

兵庫県立大学 環境人間学部 准教授 竹内 和雄（スマホ連絡会 座長） 

  兵庫県立大学ソーシャルゲーム研究会(兵庫県立大学 学生多数) 

  近畿総合通信局 電気通信事業課  

  京都府警察本部 サイバー犯罪対策課  

  兵庫県警察本部 サイバー犯罪対策課  

  兵庫県警察本部 少年育成課  

  デジタルアーツ株式会社 

  （株）ディー・エヌ・エー 

  （公財）関西消費者協会  
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  猪名川町青少年健全育成推進会議  

猪名川町教育委員会  

 

●研究会の模様 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

           △ソーシャルメディア研究会 研究大会の様子 
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体験を活かす 
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都道府県 岐阜県 学校名等 岐阜聖徳学園大学付属小学校 

名称 ネットの功罪 体験で学ぶ 

目標(狙い) 
子どもたちへの情報モラル教育として、ウェブ用の機材を使用してネ

ットの功罪を体験を通して学ぶ 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

岐阜聖徳学園大学附属小学校の６年生の教室の前には電子黒板が置かれ、30 名の子ど

も達はそれぞれタブレット型端末を手にしています。これは「情報活用トレーニングノー

ト（情トレ）」を用いた情報モラルの授業風景です。「情トレ」は実際にチャットを体験し

ながら学ぶ体験型の教材で、開発したのはこの授業を担当する岐阜聖徳学園大学の石原一

彦教授です。 

授業では、正しい言葉遣いで書き込みをするように注意を受けた後で、まず実名を使

って学級内でメッセージを送り合います。さらに石原教授が「次は匿名で書き込みをして

みよう」と提案し、匿名で書き込みを行います。しばらく体験した後で、チャットを終了

し、実名と匿名の違いについて話し合います。児童たちからは、実名のやり取りでは発言

に責任を感じるので良く考えて慎重に書き込みを行うが、匿名のやり取りはあまりよく考

えずに書き込んでしまうという意見が出されました。 

ここで石原教授はインターネットでは、匿名掲示板でも解析すれば、誰が発言したか

分かることを伝え、子ども達に了解を得た上で、実際に匿名のメッセージを実名に書き換

えてみせます。子どもたちは、匿名で書いたものが実名で表示される体験を通してネット

の仕組みを理解するのです。 

この教材は５章に分かれており（写真・図表等参照）、総時数は 20 時間に及びます。

石原教授は「情報モラル教育の答えは今この授業の場にあるのではなく、子ども達が将来

課題に直面した際に答えが求められるものであって、授業では話し合いの過程が重要」と

し、予防教育の教材としてこの「情トレ」を作成されました。 

この授業は岡山県や三重県でも実施されており、実際に授業を実施すると児童たちの

気づきや成長がよくわかるそうです。 

  「情トレ」のもう一つの特徴は、HTML5 で作られているのでブラウザが動けば、端末や

ＯＳを問わずに使用できることです。携帯電話やインターネットに本格的に触れる前か

ら体験的な情報モラル教育を行うために２年半の時間をかけて開発され、平成年 26 年 4

月に「情報活用トレーニングノート」（石原教授監修）として公表され、市販されました。 
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【実施時期・項目】 

平成 23 年 12～24年 2月：岐阜聖徳学園大付属小学校の授業で 20回実施 

平成 24 年 4～25 年 3月：岐阜聖徳学園大付属小学校の授業で 20回実施 

平成 25 年 4～26 年 3月：岐阜聖徳学園大付属小学校及び三重県、岡山県、広島県、東

京都等で授業実施 

平成年 26年 4月：「情報活用トレーニングノート」公表・市販開始 

 

【結果】 

体験授業を通じて、小中学校でネットの功罪を学ぶことができる体験型の教材を作 

成され、全国の小中学校等で活用してもらうために、公表され、市販されました。 
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写真・図表等 

 

【授業中の石原教授】          【授業を受ける児童】 
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都道府県 埼玉県 学校名等 埼玉県立芸術総合高等学校 

名称 「ＩＴ断食」からＩＴ活用を考える 

目標(狙い) 

一日スマートフォンなどのインターネット機器を使わない「ＩＴ断食」を

行い、そこから感じたことを生徒同士で話し合って、生徒自身がスマートフ

ォンなどの使い方を見直すことを目標とした。 

（具体的な取組等の内容） 

 

【概要】 

高校一年生を対象として、「ＩＴを活用するにはどういう使い方をすればよいか」につ

いて考える授業としての取組。 

生徒は、夏休みの課題として、一日スマートフォンなどのインターネット機器を使わ

ない「ＩＴ断食」を行い、そこから感じたことをグループで討議する。 

グループでの討議は、「協調学習」(※)により行い、ＩＴ機器の普及で衰えた能力、本

当にＩＴ機器でしなければならないこと及びＩＴ機器の普及で行わなくなったことを考

え、お互いに学びあうように議論を深化。 

知らないうちにＩＴ機器へ依存していることに気づき、目的を持って有効に利用する

ようになるとともに、直接顔を合わせるコミュニケーションの大事さを認識した取組。 

 

【実施時期】 

 平成 25年 9月 

 

【先生の感想】 

「ＩＴ断食」は現高校三年生が一年生の時に始めたもので、今回で３回目となる。現

二年生、三年生の中には自主的に「ＩＴ断食」に取り組む生徒もいるほど、「馴染んだ」

取組になったと考えている。今回の授業では、最後に「ＩＴ活用３ヶ条」を各生徒に作

ってもらったが、現二年生、三年生の中では、各家庭におけるルールを作る生徒もおり、

本取組を通じて自分自身でＩＴ活用について考える生徒が現れていることが、教師とし

て嬉しい。 

「ＩＴ断食」を経験することで、生徒なりに、自分自身に適したＩＴ利用や、時間の

ありがたさ、等考えるようになっていくと感じている。 

 

 

 

 

【生徒の感想】 
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１ 普段ネットの中で友人と話をしていた分、家族と話す時間が増えた。 

２ 普段スマホを使っていた時間が空いたので、時間を多く感じた。 

３ Ｉｐｏｄで聴いている課題曲が聴けず、不便さを感じた。 

４ ピアノに充てる時間や集中力がいつもより多くなった。 

５ 辞書で調べものをすることも良いと感じた。 

６ 普段、リアルで話す時間が減っているような気がした。 

７ 空き時間が結構あるものだと痛感し、作業がこなせた。 

８ スマホをしきりにいじりたがる自分を発見し、いかに依存しているかがわかっ

た。 

９ ゲームとネットに費やす時間が多いことを発見し、ネット依存かなと感じた。 

10 自分自身で良く考えてＩＴ機器を利用すべきと思った。 

11 必要な資料をネットで調べられない不便さを感じる一方、ＩＴ機器がなくても生

きたはいけると感じた。 
 

 

【その他】 

本授業の最後に、生徒一人一人が、自分自身が今後ＩＴを活用する上で肝に銘じてい

かねばならない事項を「ＩＴ活用３ヶ条」にまとめた。今後の予定としては、各自の「Ｉ

Ｔ活用３ヶ条」をベースにして学校におけるルールを策定する取り運びとなっている。 

 

(※)協調学習とは、一人一人がわかりかけていることをことばにして、対話の中で考え

を深め、仲間の考えも結びつけて、問いに対して答えを出し、その先の新しい問いを探

す力の育成を目指した学習方法。（東京大学 大学発教育支援コンソーシアム推進機構） 
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依存を考える 
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都道府県 北海道 学校名等 北海道札幌旭丘高等学校 

名称 インターネット依存（スマホ依存）に陥らせないための授業実践 

目標(狙い) 

 高校生のスマートフォンの所有率が 90％を超える現状では、ほとんどの高

校生がいつでもどこででも自由にインターネットにアクセスできる環境下に

ある。スマートフォンは個人のツールであるが故に、生徒自身が自ら考え適

切な利用ができなければ、簡単にインターネット依存に陥る危険性がある。 

 インターネット依存の問題点を認識し、自分の利用状況を客観視しすると

共に他人の利用状況を知ることで適切に利用できる様になることを目標とし

た。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

 まず、新聞記事や各種調査結果などを用い、インターネット依存の問題点に気付かせる。次に、

スクリーニングテストを行い自分の依存度を数値化し、その利用方法の問題点を考えさせると共

に、具体的な解決策を上げさせる。その後グループで互いの利用状況について比較し、インター

ネット依存に陥らないための具体的な解決策を検討させる。 

【指導計画】（全３時間） 

時 学習活動 指導上の留意点 

1 ・ ネット、スマホ利用に

関する校内アンケートの

結果を知る。 

・ WWWでネット依存、ス

マホ依存、コミュニケー

ションアプリ疲れ、コミ

ュニケーションアプリ依

存について調べる。 

・ ネット依存、スマホ依

存について扱った新聞記

事（コラム）を読み、疑

問点や感想等をまとめ

る。 

・ネット依存のスクリー

ニングテストを行い、結

果をワークシートに記入

する。 

・ ワークシートに利用状

況の問題点と依存に陥ら

ないための具体的な対策

◎ ワークシートを用意する。 

◎ 総務省 情報通信政策研究所「高校生のスマートフォン・

アプリ利用とネット依存傾向に関する調査報告書」

（http://www.soumu.go.jp/main_content/000302914.pdf）

を利用してもよい。 

◎ 新聞記事の切り抜きを配布する。 

◎ ネット依存の問題点とその影響を自分自身の問題として

考えさせる。 

◎ 「久里浜医療センター｜インターネット依存自己評価ス

ケール」（http://www.kurihama-med.jp/tiar/tiar_07.html） 

の IATと K-スケールの両方を使用する。 
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を個人で考えて記入す

る。 

2 ・ グループごとに自分の

利用状況について意見交

換すると共に、ネット依

存に陥らないための具体

的な対策を話し合い、最

も有効な対策をまとめ

る。 

◎ ３人から５人くらいのグループに分けて話し合いをさせ

る。 

◎ 各グループで司会者、記録者、発表者を決めさせる。 

◎ 問題だと感じたこと、困ったことなどを率直に話せる雰

囲気を作る。 

◎ 話し合いの時間を制限する。 

◎ 「スマホを持たない」「コミュニケーションアプリを消す」

「ガラケーに戻す」など実現性の低い対策が出てきそうなグ

ループには再考させる。 

3 ・ 各グループで討議した

結果を発表し、討議した

内容を共有する。 

・ 他クラスの討議結果を

確認する。 

・ ワークシートに今後の

自分の行動指針をまとめ

る。 

◎ 各グループで討議した結果を発表者に発表させる。 

◎ 各グループで討議した結果をその場で可視化する工夫

（教育用 SNSの利用、校内の Wikiサイトへの書き込み、校

内の電子掲示板への記入、黒板への記入、記録用紙の掲示、

記録用紙を書画カメラで拡大表示、スライドに入力して表示

等、使用教室の環境に応じて適切な方法を用いる）を行い、

その場で共有できるようにする。 

◎ ワークシートを回収し、適切なコメントを記入して返却

する。 

◎ 依存傾向にある生徒に対しては個別指導を行う。 

【結果】 

 ワークシートに書かれた感想の多くは、依存の問題があることに驚き、自分自身の使用方法を

見直す切っ掛けになったというものであった。今後は実際に使用時間が減少したかどうかを検証

する必要があろう。 

【参考サイト】 

・ 総務省 情報通信政策研究所「高校生のスマートフォン・アプリ利用とネット依存傾向に関

する調査報告書」 

http://www.soumu.go.jp/menu_news/s-news/01iicp01_02000020.html 

・ 「久里浜医療センター｜インターネット依存自己評価スケール」 

http://www.kurihama-med.jp/tiar/tiar_07.html 

・ 大学生の LINE利用実態調査 

https://www.fast-ask.com/report/report-undergraduate-line-20130620.html 

・ NAVERまとめ「インターネット中毒を克服するための 7つの方法」 

http://matome.naver.jp/odai/2136271600883244201 

・ Edmodo 

https://www.edmodo.com/ 

・ ednity http://www.ednity.com/ 
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写真・図表等 

 

 

 

授業風景（検索） 中間モニター（書画カメラで撮影した新聞記事を提示） 

授業風景（グループディスカッション） 

ワークシート例 ワークシート例 

電子黒板（グループディスカッションの結果を共有） 
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身近な題材を使った啓発 
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都道府県 青森県 学校名等 青森県立青森若葉養護学校 

名称 ネットを安全に使う方法を考えよう 

目標(狙い) 
ネットの利用方法について自分たちが発表しその内容を考える事によ

り情報モラルを高める。 

（具体的な取組等の内容） 

＜標語応募概要＞ 

青森県立青森若葉養護学校 

「考えて その指一つで 罪になる」（学校部門応募作品） 

道徳の授業において、ネット利用のマナーやルールについて、生徒同士が意見を出し

合った後、標語作成を行った。 

個人作品の中から学校代表の作品を関係職員が選出した。 

 

＜標語に応募するに当たって＞ 

 中学部 3 年生のクラス 5 名において、担当教諭の指導の下、クラス内でネットの安心

安全について考える授業を行った際、最優秀の作品を学校部門で応募した。 

 

＜日常的なネットの安心安全な使用についての取組＞ 

 病弱虚弱の特別支援学校である青森若葉養護学校では、健康の管理以外に、安全指導

の一環として、さまざまな被害から自身を守るための指導をしている。 

毎年度ケータイ安全教室を実施し、情報通信の利用についても適時指導をしてきてい

る、今年度も e-ネット安心講座を小学部～高等部の児童生徒を対象に実施した。 

写真・図表等 

ｅネット安心講座の受講模様（講師：東北総合通信局） 
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都道府県 青森県 学校名等 青森市立浪岡中学校 

名称 情報モラルを考えよう（生徒代表によるプレゼンテーション） 

目標(狙い) 
ネットの利用方法について自分たちが発表しその内容を考える事によ

り情報モラルを高める。 

（具体的な取組等の内容） 

＜標語＞ 

悲しみを 笑顔に変える ネットの利用 （頑張ろう日本賞（個人

部門）受賞） 
 

＜標語の応募・受賞の経過＞ 

平成２５年度、校内において青森市教育委員会少年育成チームによる講座を開催した。

また、各クラスの道徳の時間において、副読本のネットに関する記事を活用した授業を

行っている（平成２６年度は、依存症が題材として取り上げられている。）。 

その上で、１年生５クラス１８０人が集まり、何度かに分けて生徒代表「ＪＵＭＰチ

ーム」（後述参照）による講演会を行った。この講演会の実施に際しては、プレゼンテー

ション用資料を道徳の授業等で使用した資料を基に先生が作成するなどの支援が行われ

ていたが、講演会の運営については生徒代表が話し合って分担を決めるなど自主性を重

んじた取組がされていた。 

 生徒代表による講演会終了後、１年生の生徒はクラスに戻って感想文と併せて一人標

語５句を提出することとして、生徒一人一人に自分の言葉で情報モラルを考えさせた。 

生徒が作成した標語の中から学校代表を選定した後、そのほかのすべての標語を個人

部門で応募したところ、上記の標語が「頑張ろう日本賞（個人部門）」を受賞した。 

 

＜警察と連携した生徒による日常的な啓発活動＞ 

 毎年、青森県警察本部では「少年非行防止ＪＵＭＰチーム」について、県内の小中

校生（５５２校・７，６１０人。平成２６年２月末現在。）にメンバーを委嘱しており、

本校でも生徒３０人が委嘱を受け、活動している。活動内容としては、青少年問題に

関して年度の項目を設定し、万引き防止啓発活動、自転車盗難防止活動、非行防止や

薬物乱用防止街頭キャンペーン、いじめ撲滅運動、非行防止の取材と文化祭での発表、

あいさつ運動の励行等に関し、昼休みの語りかけや、生徒が考えた宣言文等を教室の

ドア等に掲げる活動を行っている。平成２６年度は、「あいさつ運動」・「いじめ防止啓

発活動」・「万引き防止啓発活動」の三本柱で取り組んでいる。 

   

＜平成２６年度上半期の取組＞ 

   平成２６年度は、ゴールデンウイークの宿題として、ポスター、標語を書かせた。

内容は青森県警察本部が募集している、非行、万引き、ネットに関する事等様々な題
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材とした。また、夏休みの宿題として、非行・防犯・ネットに関するポスターを作成

し、１０月の文化祭で展示する。 

写真・図表等 

「情報通信の安心安全な利用のための標語」表彰式（メルパルク東京）の模様 

 

 表彰状受領：青森市立浪岡中学校 2年 福士 結菜さん 
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都道府県 宮城県 学校名等 仙台市立三条中学校 

名称 
生徒のスポーツ大会の入賞や文化活動の受賞内容を掲示する一環として

校内の優秀な標語作品の掲示（「成せば成る」） 

目標(狙い) 
情報通信の安心安全な標語を軸とした、校内の情報リテラシー向上  

の取組 

（具体的な取組等の内容） 

＜標語＞ 

書き込みで 記録と記憶に 残る傷 （東北総合通信局長賞受賞） 

 

＜学校全体の指導の軸＞ 

 同校では、前校長から継続して掲げている｢成せば成る｣（※）を合言葉に、スポーツや

文化活動での受賞内容を個人名とともに掲示するなど、一人一人の能力を引き出す取組を

されている。また、自主性を重んじた指導が行われており、チャイムなしで日々の生活リ

ズムづくりができるようにしたり、地域の行事と連携した文化活動等に取り組んでいる。  

 ※原文は「為せば
な せ ば

成る
な る

」（武田信玄）や「生せば
な せ ば

生る
な る

」（上杉鷹山）だが、本文は前校長の造語。 

 

＜標語を軸にした校内の情報リテラシー向上＞ 

 ２年に渡り、全校を上げて情報リテラシー講座を開催し、講座終了後に標語作成に取り

組ませている。生徒が作成した標語は、校長、教頭、生徒指導担当等から構成される選考

委員会において、最優秀作品と優秀作品３作品を選考し、表彰している。この最優秀作品

及び優秀作品を含む１０作品程度を校内優秀作品とし、職員室前に通年で掲示している。

また、協議会への標語の応募は、最優秀作品を学校部門として、その他の校内優秀作品を

個人部門でそれぞれ応募している。 

 このように、生徒の自主性や積極性を引き出す学校の指導方針のもと、情報リテラシー

教育の取組で学んだことが生徒の中に確実に浸透されているものと推察される。 

 今年度も、１２月に全校生徒対象の情報リテラシー講座を開き、受講後に標語作成に取

り組む予定である。  
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写真・図表等 

 

  

↑職員室前の掲示版に掲示された生徒向

けの呼び掛けと標語作品 

↑今年度の標語の校内入賞作品 ↑昨年度の標語の校内入賞作品 

↑掲示晩一杯に掲示されたスポーツ大会

や文化活動の生徒の功績 

↑東北総合通信局長賞 表彰模様（平成 26年度電波の日・情報通信月間記念式典） 

受領；仙台市立三条中学校代表  3年 萩原 朝香さん 
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ハンドブック作成 

  

41 



 
都道府県 沖縄県 学校名等 沖縄県内５７高等学校の生徒代表者 

名称 全県高等学校生徒代表者会議（高校生ちゅらマナーハンドブックの作成） 

目標(狙い) 

各高等学校の生徒代表が一堂に会し、「規範意識」等について率直な意見

を交換することをとおして、「自分の意見を持つことの大切さ」、「自分の意

見を伝えることの大切さ」、「自分以外の意見を理解することの大切さ」等を

考え、将来の社会を担う高校生として「自主的・主体的」に行動し、有意義

な高校生活が送れるようにする。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

 目標を達成するために、各テーマについて討議し、全学校で共通に取り組む内容につい

てまとめ、全員で宣言する。 

 具体的には、代表者会議に向けて、事前に各学校でテーマについて、討議し意見をまと

め、大会当日は、討議テーマについて、班別に討議を行った。その後、全体会として、班

別討議の発表、全体意見等の取りまとめを行い、全員で宣言する。 

 また、当会議の討議内容は、高校生ちゅらマナーハンドブック(※１)に反映される。 

 平成２６年度の討議テーマは次のとおり。 

 討議テーマ１「ちゅらマナーハンドブックの活用法」 

 討議テーマ２「自校の抱える問題」（※２） 

 討議テーマ３「深夜はいかい防止に向けた取組について」 

 ※１：沖縄県の全高校生をはじめとした若者の規範意識の高揚に向けて、高校生が自ら作成

したマナーアップのためのハンドブック。 

 ※２：平成 26年度の会議では、このテーマに「携帯電話のマナー」が議題として上がってい

る。 

【期日】 

 平成２６年７月１１日（金） １３：００～１７：００ 

【参加者】 

 県内５７校 １４０名  

（沖縄県の全県立高等学校 ６０校の内３校は学校行事等と重なり不参加） 

【結果】 

 高校生を取り巻く様々な課題について、高校生が主体となって討議をする等、規範意識

の高揚が図られている。また、討議結果について、「高校生ちゅらマナーハンドブック」を

作成し、県内の全高校へ配布している。 

 配布されたハンドブックは、各学校で活用され、次の代表者会議へ意見反映されること

になる。（マナーアップサイクル構想） 

 『参考』 

高等学校代表者会議に係るサイト 

http://www.pref.okinawa.jp/edu/kenritsu/jujitsu/gakuse/handbook.html 
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写真・図表等 

【全体会議でのまとめ】 

   

 
【ちゅらマナーハンドブック】 
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    都道府県 愛知県 学校名等 金城学院高等学校 

名称 中高生のための「ケ－タイ・スマホハンドブック」手引書を出版 

目標(狙い) 
ケータイの長所と短所、使う際のエチケットなどのテーマで作成した

冊子を広く他校でも活用してもらう目的で出版。 

（具体的な取組等の内容） 

 

【概要】 

このハンドブックは、平成２０年３月に金城学院中学校で「反いじめ憲章」宣言がな

されたことが発端で、ネットいじめに関心を持つ高校生約 40人が 10グループに分かれて

愛知県警察本部などを訪問して学習を開始し、平成２１年３月に、ケータイの長所と短所、

使う際のエチケットなどをテーマとして、冊子にまとめ、初版が完成しました。 

その後、毎年、高校生の有志が集まり、メールが来たらすぐ返信しなければと「即レ

ス」してしまう問題や、世界のケータイ事情などを調べ、毎年改訂し、平成 25 年からは

「スマホ作法」を追加した手引書を作りました。 

手引書の見直しにあたって再度愛知県警察本部を訪問したり、保護者・教師を交えた

座談会を開催するなど、大人の意見も参考にしています。 

ケータイやスマホを考える輪は、高校生だけではなく中学生にも広げていきました。

毎年新入生にこの手引書を配布し、先輩によるガイダンスを実施しています。 

また、保護者も、手引書をもとに学習会を開きました。 

 

このような動きがテレビや新聞などで紹介されたのを機に、各地の学校関係者から「手

引書がほしい。」という問い合わせが相次ぎ、平成 25年 9月に出版することとなりました。 

 

■高校生のつくった「ケータイ使用についての５カ条」 

その一、使用場所と使用時間を決めるべし。 

その二、会員登録を勝手にするべからず。 

その三、自分のケータイの料金明細を確認すべし。 

その四、個人情報は大切に取り扱うべし。 

その五、家庭でのだんらんを大切にするべし。 

 

今までに延べ約１００名の生徒が作成に関わってきました。今後も現状に合せて毎年

手引書の見直しを行っていきます。 
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【実施時期・項目】 

平成 20 年 3月 ：中学校で「反いじめ憲章」宣言 

平成 21 年 3月 ：高校生の有志約 40人で最初の手引書を作成。 

平成 22年～24 年：有志によりメール「即レス」問題や世界のケータイ事情などを調べ

手引書を改訂 

平成 25 年～ ：手引書に「スマホ作法」を追加 

中学生にもスマホ作法などを説明、保護者も学習会を開催 

平成 25 年 9 月：中高生のための「ケータイ・スマホハンドブック」を出版 

 

 

【結果】 

スマホ等メディアの状況がどんどん変わっていること、高校生の関心の高いテーマで

あることが重なり、手引書の改訂を行ってきました。その結果、高校生たちは大人が規制

するよりも、自分を見つめて行動するようになりました。 

生徒たちは当初、携帯電話（スマートフォン）は学校内の生活に必要と考えていまし

たが、今回の自発的な学習により学校内の生活では携帯電話は必要ではないと、生徒たち

の考えが変わってきました。 

また、保護者に対して、「ケータイ、スマホの問題は私たちが学校、家庭、地域で他者

とどう関わるかに深く関係している。」と訴えてきました。 

今後、他校でもこのようなハンドブックの作成が期待されます。 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

46 



写真・図表等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

         

 

 

 

 

 

 

 

 

           

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【生徒による検討会】       【制作した有志生徒】  

 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＴＡ学習会】          【ＰＴＡ学習会】 

 
  

【出版された 
「ケータイ・スマホハンドブック」】 

【毎年改正される校内用 
「ケータイ・スマホハンドブック」】 
（出版されていません。） 
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学校からの波及 
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都道府県 岐阜県 学校名等 池田町立池田中学校 

名称 中学校生徒会の自主的な情報モラル向上の取組み 

目標(狙い) 

中学校生徒会とＰＴＡが連携して、携帯電話等の情報モラル向上につい

て考え、生徒たちが携帯電話を介して被害に遭ったり加害者になったり

しないよう、また、携帯電話やインターネットを安全に使いこなすこと

ができるよう携帯電話利用の取組を行う。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

中学校生徒会とＰＴＡが連携して携帯電話等の情報モラル向上について考え、取り組

んだ事例です。 

校内でアンケートを実施し、分析し、ＰＴＡの意見を踏まえてどのようにしたらよい

か考え、地区懇談会・（町内会）でも話し合いの場を設け、その結果を町長や教育委員会

に報告し、町内の小学校と青少年健全育成町民会議で発表し、町内全域でモラル向上に

向けた取組みを行いました。 

学校ではこの取組みをより効果的なものとするため、情報モラルの授業を行いまし

た。 

 

【実施時期・項目】 

平成２１年度 

・生徒会 

４月２２日 携帯電話の利用実態についてアンケートを行うことを決定、作成、

生徒全員にアンケートを実施  

４月下旬  生徒会で取りまとめ、分析 対応方法の案作成 

６月８日  学級審議を実施 

６月１７日 生徒議会において全員一致で携帯電話利用の約束を決定 

池田中学校携帯電話利用のルール 2009 

・携帯電話を買う前に家庭で約束を決める 

・静かにしなくてはならない場所、使用制限のある場所では使わない 

・有害なサイトの閲覧はしない 

・メールでは正確に気持ちが伝わらない場合があるので,冷静に対応する 

・掲示板やブログなどに,個人情報,うわさ,誹謗中傷を書かない 

・チェーンメールや迷惑メールは無視する 

・携帯電話のカメラを使って許可なく写真を撮らない 

・携帯電話を使う時間を決め、使いすぎに気をつける 

・不正ダウンロード，違法コピーなど違法な行為はしない 

同日    生徒会執行部とＰＴＡの懇談 

６月２６日 生徒会議の決定事項とＰＴＡの話し合い結果を校内テレビ放送で伝
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える 

８月２６日 説明ビデオを作成 

１０月２日 生徒会執行部が教育長を訪問し、報告 

１０月５日 生徒会執行部が町長を訪問し、報告 

・ＰＴＡ 

４月１６日 ＰＴＡで、保護者側の携帯電話利用の実態についてアンケートを実

施することを決定、作成、総会参加者にアンケートを実施 

５月下旬  ＰＴＡ支部長が取りまとめ、分析 

６月１７日 生徒会執行部とＰＴＡの懇談 

７月上旬  地区懇談会と懇談 保護者の約束を決定 

平成２２年度 

・生徒会 

４月上旬  昨年度との実態比較を行うために携帯電話の利用実態についてアン

ケートを行うことを作成、生徒全員にアンケートを実施 

生徒会議員によるデータ入力 生徒会執行部による分析 

４月２２日 生徒議会で審議 

生徒議会がＰＴＡに協力依頼 

５月１９日 生徒議会で審議 ルールの一部修正を提案 

生徒会がＰＴＡに進捗を報告 

５月２０日 学級審議 

６月１７日 生徒会で議決 

池田中学校携帯電話利用のルール 2010 

・家庭で話し合って携帯電話の約束を決める 

・静かにしなくてはならない場所、使用制限のある場所では使わない 

・有害なサイトの閲覧はしない 

・メールでは正確に気持ちが伝わらない場合があるので,冷静に対応する 

・掲示板やブログなどに,個人情報,うわさ,誹謗中傷を書かない 

・チェーンメールや迷惑メールは無視する 

・携帯電話のカメラを使って許可なく写真を撮らない 

・携帯電話を使う時間を決め、使いすぎに気をつける 

・不正ダウンロード，違法コピーなど違法な行為はしない 

 

今後の活動 

・全校生徒への周知（全校テレビ放送、生徒会新聞） 

・校区内の 5つの小学校への働きかけ（生徒会執行部による児童会訪問） 

・ＰＴＡへの協力依頼 

・町への協力依頼 

・周知のためのＤＶＤ作成 
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・生徒会ホームページへの掲載 

７月１２日 町内の５つの小学校を訪問し、児童会や校長に資料・ポスター・Ｄ

ＶＤを手渡して説明 

７月１３日 町長に報告 

８月８日 池田町青少年健全育成町民会議で町民の皆さん報告 

・ＰＴＡ 

４月１５日 ＰＴＡで、保護者側の携帯電話利用の実態についてアンケートを今

年度も実施することを決定、作成、総会参加者にアンケートを実施 

４月下旬  ＰＴＡ支部長が取りまとめ、分析 

４月２２日 ＰＴＡが生徒議会を傍聴 

５月１９日 ＰＴＡが生徒議会を傍聴 

６月１２日 アンケート結果の報告を実施 

６月    ＰＴＡ運営委員会で生徒会の支援を決定 地区懇談会の議題提起を

決定 

７月 5-7日 地区懇談会で議題提起を行い、議論 

・教職員 

５月～７月 情報モラルの学習 

情報モラルの授業を実施 

平成２３年度 

・生徒会 

４月２２日 全校の実態を調べるために携帯電話の利用実態についてアンケート

を行うことを作成、生徒全員にアンケートを実施 

生徒会議員によるデータ入力 生徒会執行部による分析 

４月 26-28日 生徒議会で審議 原案を作成 

５月１７日 分析結果を配布、校内テレビ放送で説明 

５月１８日 学級審議 

５月２４日 生徒会で議決 

７月 13-14日 町内の５つの小学校を訪問 校長や全児童に説明 

７月２０日 町長、教育長に報告 

 

・ＰＴＡ 

４月１４日 ＰＴＡで、保護者側の携帯電話利用の実態についてアンケートを今

年度も実施することを決定、作成、総会参加者にアンケートを実施 

５月 11-18日 ＰＴＡ支部長が取りまとめ、分析 

５月２４日 生徒会アンケート結果の報告を受ける 

７月 5-7 日 ＰＴＡ運営委員会で生徒会の支援を決定 地区懇談会の議題提起を

決定 

池田中学校ＰＴＡ 携帯電話・パソコン等使用のルール 
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子どもを育てる責任は親にあるという認識に立ち、「携帯電話などを買

い与え、利用させているのは保護者自身である。」ことを自覚し、携帯電

話など情報ネットの危険性から子どもを守る 

◆子どもと何でも話せる環境をつくる 

◇携帯電話など情報ネットの利便性や危険性、所持の必要性について、 

 家族で良く話し合いルールを決める 

◇フィルタリングサービスを利用することは親の責任である 

◇子どもがルールを守られないときは解約をする 

◇保護者自身が子どもの模範となる使用を心がける 

◇保護者は、携帯電話など情報ネットの利用について理解を深める 

 

【結果】 

生徒会がＰＴＡと連携し、学校内だけではなく町内全域に展開したことで、町全体の

情報モラルを向上することができた。 

また、３ヵ年に渡って継続して実施したことで次年度の課題を把握でき、単年度に比

べて一層効果のある取組みとなった。 

 

参考 

この取組みは岐阜新聞(2010.10.3)に掲載された。また、平成２２年２月７日には

ＮＨＫ岐阜放送局長賞を受賞した。 

 

【今後の課題】 

大きな効果を得た取組みであるが今期限りで終わるのではなく、継続して実施しなく

てはいけないものである。今後の展開を模索しているところ。 
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写真・図表等 

【学級審議会】            【生徒議会】 

 

 

 

 

 

 

 

【小学校で発表】           【町長へ報告】 

 

 

 

 

 

 

 

【青少年健全育成町民会で報告】        【情報モラルの授業】 

 

 

 

 

 

 

 

【ＰＴＡのアンケート】         【地区懇談会での取組】     
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都道府県 福井県 学校名等 敦賀市立気比中学校（生徒保健委員会） 

名称 人と人とのつながりを考える ～情報モラルとコミュニケーション～ 

目標(狙い) 

平成 25 年 9月、「いじめ防止対策推進法」が施行され、各学校において「い

じめ防止基本方針」を策定し、いじめの未然防止や早期発見に取り組んでい

る。しかし、携帯電話やスマートフォン、ゲーム機等の通信機器、コミュニ

ケーションアプリの発達により、軽い気持ちでの書き込みや個人情報を掲載

して人を傷つけてしまう等のトラブルが頻発している。今回、ネットモラル

やコミュニケーション能力に関する研修を行うことにより、相手を思いやる

心や個性を尊重する気持ちを育てることを目指している。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

同校の生徒で組織する生徒保健委員会では、最近、生徒間でのスマホ利用を巡るコミュ

ニケーショントラブルの多発を問題視し、先ずは①校内でのスマホ等の情報ツールの所有

状況と利用内容等を調査している。その結果、②平日利用の 5時間以上が約 8％、休日利用

の 5 時間以上が約 29％であり、成長期における生徒たちの健康面（身体とネット依存）へ

の影響を注意喚起している。また、③今回の主題として、コミュニケーションアプリの校

内での利用事例を取り上げて、安易な書き込みと個人情報の掲載について会場の参加者が

グループ討議し、原因と対応策等を発表している。④最後は、ヒューマンコミュニケーシ

ョンの大切さを訴えて締めている。 

なお、本件は、生徒保健委員会の生徒のみの取組である。 

【取組結果】 

①敦賀市総合福祉センターあいあいプラザ（敦賀市東洋町 4番 1号） 

時 期：平成 26 年 8月 4日（月） 

参加者：敦賀市内の中学 1～3年生、教職員 49名（生徒保健委員） 

内容等：気比中学校（生徒保健委員会）の生徒たちが講師を担当し、同校でのスマー

トフォン利用の調査結果と考察について問題提起し、他校の中学参加者がグル

ープ討議し、原因と対応策等を発表する等、コミュニケーションアプリの正し

い利用や判断について研修した。 

教 材：別添のとおり 

その他：「ｅ‐ネット安心講座」を併せて実施 
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写真・図表等 

（１）生徒保健研修会において敦賀市立   （２）他校の中学生（参加者）へのインタ

気比中学校の生徒が講師を担当       ビューを通して啓発を展開 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

（３）アプリ利用の事例からグループ討議で （４）最後に「人間らしいコミュニケーシ

課題等の洗い出し             ョンのあり方」を提唱 

  

教 材 
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都道府県 兵庫県 学校名等 兵庫県立姫路別所高等学校 

名称 スマートフォンの安全な使い方を考えるための映像制作 

目標(狙い) 

姫路別所高校の生徒会が中心となって作成したスマートフォンの安全な

使い方を考えるための映像制作と上映により、生徒のリテラシー向上を目指

す。 

１ 取組成果等 

スマートフォンの安全な使い方を考えるための映像コンテンツ 

 

２ 総務省施策等との関連性 

総務省や近畿総合通信局電気通信事業課が事務局を努める「スマートフォン時代に対応

した青少年のインターネット利用に関する連絡会（略称：スマホ連絡会（近畿））」が推進

するインターネット・リテラシー向上に資する関連した活動として位置づけ 

 

３ 実施概要 

制作日：平成２５年１０月 

上映日：平成２５年１０月１６日（姫路別所高校での上映会）から順次 

実施内容 

 生徒会の３年生６人と兵庫県立大学の「県立大ソーシャル（交流）ゲーム研究会」が平

成２５年２月から準備し、姫路別所高校生徒会が中心となってスマートフォンの安心・安

全な利用に役立つスマートフォンのトラブルを描いたシナリオを作成し、生徒による寸劇

として映像コンテンツに取りまとめている。 

映像コンテンツは、同校で上映会を実施したほか、機会を捉えて、インターネット・リ

テラシー向上に資するコンテンツとして、シンポジウムや講演会等でも利用されている。 

 

４ 期待される効果 

・生徒目線による、実効性の高いリテラシー向上の取組展開 

・参加生徒のリテラシー向上に関する意識向上やコミュニケーション能力の醸成 

・訴求力の高い映像によるリテラシー向上に関する効果的な啓発活動に寄与する 

 

 

 

スマートフォンの安全な使い方を 

考えるための映像制作 撮影風景 
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地域交流・連携 

  

59 



 

都道府県 
北海道、東京都、大阪

府、奈良県、大分県 
学校名等 全国 5カ所 51校、267人 

名称 
高校生 ICT Conference2013 

～考えてみよう！情報モラル・情報リテラシー教育の 5Ｗ1Ｈ～ 

目標(狙い) 

これまで大人が形成してきた情報化社会とそのルールにあって、次世代

の社会を支える高校生が、自ら考え、他者の意見を聴き、議論し、意見を

まとめ、発表することにより、将来のインターネット社会に臨む環境整備

の一助になることを目的とする。 

①教育的側面：初対面の人と話し合うという経験を通じ、「考え、まとめる、

話す、聞く、見せる、伝える」などの技術習得 

②社会的側面：携帯電話やインターネットを安心して安全に使うために自

ら考え、実践することで、情報モラル・リテラシー意識の向上を図る。 

（具体的な取組等の内容） 

１．開催概要 

・ 5地域で 2回、各テーマに沿った熟議を実施。 

・ 5地域で選ばれた代表者 1名ずつ、計 5名が東京に集まりサミットを開催。 

・ サミットで選出された代表者 3名が内閣府、文部科学省、総務省にて提言を発表。 

 

２．参加者 

・（生徒）全 51校、267名（高校１～３年生） 

・（講演）携帯電話事業者、SNS事業者、フィルタリング事業者等 

・（参観）地方公共団体、教職員等 

 

３．各ワークショップの構成 

３－１．第 1回 ワークショップ 

開催地 日程 参加人数（参観者数） 

北海道 2013年 9月 8日 6校 19人（27人） 

東京 2013年 9月 7日 8校 39人（62人） 

奈良 2013年 7月 21日 10校 64人（58人） 

大阪 2013年 7月 20日 13校 62人（53人） 

大分 2013年 9月 28日 12校 42人（51人） 

(１)テーマ：「何が知りたい？！情報のモラルとリテラシー」 

(２)ワークショップ内容 

① 挨拶 

② 企業講演…高校生の議論のきっかけとなるような講演を企業 3社がリレー形式で実施 

③ 熟議イントロダクション…司会者より、議論の方法・概略を説明 

④ 熟議…各班 6～10名程度ファシリテーター1名、書記 1名により議論をサポート（テー

60 



マに沿った内容であれば手法、形式等は問わない） 

⑤ グループ発表…模造紙を使用し、熟議の成果を参加者の前で発表 

⑥ 講評 

 

３－２．第 2回 ワークショップ 

開催地 日程 参加人数（参観者数） 

北海道 2013年 10月 20日 8校 41人（25人） 

東京 2013年 10月 5日 7校 33人（54人） 

奈良 2013年 9月 29日 8校 35人（51人） 

大阪 2013年 10月 5日 11校 37人（39人） 

大分 2013年 10月 26日 12校 37人（45人） 

(１)テーマ：「高校生だからできる『情報モラル・情報リテラシー教育』」  

(２)ワークショップ内容 

① 挨拶 

② 講演…第 2回のテーマに沿って、高校生の議論のきっかけとなるような講演を実施 

③ 熟議…班分けを行い、議論を実施。最終発表用のパワーポイント資料を作成する。 

④ グループ発表…パソコンで資料を投影し、各班が熟議の成果を参加者の前で発表 

⑤ 総評 

⑥ サミット参加者発表…各学校代表者による推薦投票方式により、代表者 1名を選出 

 

３－３．サミット 

2013年 11月 3日(日) 代表生徒 5校 5名による熟議を実施 

(１)テーマ：「考えてみよう！情報モラル・情報リテラシー教育の 5Ｗ1Ｈ」 

(２)ワークショップ内容 

① 挨拶 

② アイスブレイク…各地域代表者の自己紹介などを実施 

③ 提言のための熟議…テーマに沿った熟議を行い、提言用のパワーポイントにまとめる。 

④ 提言発表…生徒全員で参加者に向けた発表を実施 

⑤ 講評 

最終参加者発表…参加生徒による推薦投票方式により、代表者 3名を選出。 

 

３－４．最終報告会 

2013年 12月 18日(水) 

・代表者 3 名と引率者、主催者にて内閣府「青少年インターネット環境の整備等に関する

検討会」、総務省、文部科学省を訪問し、提言内容を発表。 
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４．熟議の内容について 

平成 25 年度は「考えてみよう！情報モラル・情報リテラシー教育の 5Ｗ1Ｈ」というタ

イトルのもと、対象を「小中学生」「同年代」「先生・保護者」「企業に向けて」「行政に

向けて」と明確化した上で、議論を行い、サミットでの発表では以下のような提言がな

された。 

 小中学生には、高校生自身の体験談を交え、具体的に伝えることでフィルタリン

グをする意味を伝えていきたい 

 保護者に向けては、高校生が使っているネット環境を知り、機械の操作方法を知

ってほしい 

 同年代へ向けては、現場を知っている私たちが、同じ目線で話すこと、リスクを

かける価値があるのかをきちんと判断する必要があることを伝えたい。 

 

５．成果 

・ 各会場、班ごとの熟議録を作成。各地での取組成果としてホームページ公開。 

・ 2014年 3月の文部科学省主催フォーラムに代表生徒 3名が登壇。 

 

６．アンケート結果 

生徒自身の気づきにつながっただけでなく、参観の教育関係者・事業者の気づきが多

くあったことが伺える結果となった。 

（生徒） 

・ スマホは使ったことがなかったが、授業でやるより危険がいっぱいあってびっくりし

ました。 

・ 学校とかだと、ここまで真剣に討論することがないので同じように考えている人が沢

山いるのを知れてうれしかった。 

・ 自分と同年代の人が色々なことを考えているのが分かってとても刺激があった。 

（参観） 

・ 高校生の意識の高さ ICT 教育について、先生方も含め、更に勉強する必要がある 

・ 高校生が想像以上に大人に期待していること。授業や、今の大人の教育に幻滅しては

おらず、直してほしいこと。取り組んでほしいと思っていることが多くあることが伝

わってきた。 

・ 高校生の実際の使い方の細かいところを知ることができました。また、思った以上に

意識が高く、優秀、頼もしく感じました。 
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写真・図表等 

①講演（第 1回：大分） 

 

③グループ発表（第 1回：大分） 

 

⑤熟議（第 2回：北海道） 

 

⑦熟議（サミット） 

 

⑨最終報告会（総務省） 

 

②熟議（第 1回：大分） 

 

④講演（第 2回：大阪） 

 

⑥グループ発表（第 2回：北海道） 

 

⑧発表（サミット） 

 

⑩最終報告会（内閣府） 
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都道府県 京都府 学校名等 

京都府下の中学校高等学校より 

（京都府立宮津高校、京都府立園部高校、京都

府立鳥羽高校、京都府立乙訓高校、私立洛南高

校、私立立命館宇治高校、舞鶴市立城南中学、

京都府立園部高校附属中学、京都市立西院中学、

八幡市立男山東中学、私立洛南高校附属中学、

私立立命館宇治中学） 

名称 スマホ時代の子どもを守る「ＡＬＬ京都シンポジウム」 

目標(狙い) 

スマートフォンやインターネットに接続可能なゲーム機器等の普及に伴

い、インターネット利用に起因する子どもたちの被害が深刻な問題となっ

ているため、青少年が安全に安心してインターネットを利用できる環境作

りをオール京都体制で推進するためシンポジウムを開催し、子ども、大人

それぞれから、スマホを始めとするインターネットの安全利用に向けた行

動アピールの発表を行う。 

１ 取組成果等 

・中高生が主体となって、アンケート調査含め、企画、発表を行った 

・中高生が自ら考えた行動アピール「京都 青少年スマホ宣言」を発表 

・中高生による行動アピールの発表を受けて、大人たち（京都府知事、京都市長、京都府警

察本部長）が行動アピールを発表 

 

２ 総務省施策等との関連性 

総務省では「スマートフォン安心安全強化戦略」において、色々な場でソーシャルメデ

ィアガイドラインの活用について働きかけを行っているところである。 

今回は、京都府警察本部、京都府、京都市が子どもたちに働きかけ、子どもが自ら考え

たガイドラインたる目標（京都青少年スマホ宣言）を具体化するため活動したもの。 

 

３ 実施概要 

●開催日時及び開催場所 

・平成２６年７月２９日（火）午後１時００分（受付開始）  午後１時３０分〜４時００分 

・京都リサーチパーク１号館４階（メイン会場）・京都府舞鶴総合庁舎（北部会場） 

 ※ シンポジウムは、メイン会場、北部会場、アメリカ（留学中の日本人大学生）とを 

スカイプで同時中継 

 

●開催テーマ 

スマホ時代の子どもを守る「ＡＬＬ京都シンポジウム」 

●開催概要 

① 基調講演 インターネット上の子どもたちをとりまく児童ポルノ等の危険性 

       ～よく考えてみて、その相手は大丈夫？～ 

 大久保貴世 氏 (一財)インターネット協会 
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② 京都府の中高生のスマホ利用の現状と課題（中・高校生によるプレゼンテーション） 

Ｈ２６．７に実施したスマホアンケートに基づき、生徒が京都府下の中高生の 

携帯電話等の所持率やガラケーとスマホの利用実態の比較などが発表された。 

③ パネルディスカッション 

 ｺｰﾃﾞｨﾈｰﾀｰ 兵庫県立大学 竹内 和雄 准教授（ｽﾏﾎ連絡会（近畿）座長） 

中高生、ＰＴＡ、教師、警察、ＳＮＳ事業者による意見交換。 

④ 中高生による行動アピール「京都 青少年スマホ宣言」の発表 

②、③を踏まえ、総括として中高生による「京都 青少年スマホ宣言」を発表。 

⑤ 大人による行動アピールの発表 

  ④をうけて京都府知事、京都市長、京都府警察本部長による「スマホ時代の子ども 

を守るＡＬＬ京都」行動アピールの発表が行われた。 

 

４ 期待される効果 

・ ガイドラインたる目標「京都 青少年スマホ宣言」の策定を通じて、当事者意識の 

醸成、成果物の遵守意識の高まり 

・ 子どもたち同士でのリテラシー向上に向けた取組の発展 

・ 地域の子どもや若者を育成する団体間のネットワーク構築促進 

・ 家庭・学校・地域・行政の情報の共有化 

・ 地域の子ども・若者と大人の意見の交換の機会創設 

・ 団体間交流と青少年参画による地域の連携促進 

 

５ 参加者数等 

  教職員、保護者、青少年健全育成ボランティア、青少年及び一般参加者 約２１０名 

  （メイン会場 約 170名、北部会場 約 40名） 

 

６ その他 

●開催主体 

主 催  京都府、京都市、京都府警察本部 

共 催  京都府公安委員会、京都府教育委員会、京都市教育委員会  

後 援  京都府 PTA協議会、京都府立高等学校 PTA連合会、京都市 PTA連絡協議会、 

京都府少年補導連絡協議会、京都市少年補導委員会、公益社団法人京都府 

青少年育成協会、公益社団法人京都府少年補導協会、人づくり２１世紀委員会、京

都リサーチパーク株式会社 ほか 
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写真・図表等 

●開催状況 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

大人による行動アピールを発表する京都府知事、京都市長、京都府警察本部長 
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都道府県 島根県 学校名等 

島根県隠岐の島町 五箇中学校、都万中学校、

西郷中学校、西郷南中学校、 

※大阪府高石市 学校法人羽衣学園との交流 

名称 
『平成 25 年度 青少年を取り巻く有害環境対策の推進 青少年安心ネッ

ト・ワークショップ事業』 

目標(狙い) 

子供たちの情報リテラシー・情報モラルの醸成には、保護者や教職員・

指導員等の大人に向けて行うプッシュ型の講演会もよいが、一過性で終わ

らせないために、子供たちに課題を与えてグループで考えさせるワークシ

ョップ型の学びが大変有効である。 

そこで、平成 24年度にトライアル・サンプルとして隠岐・島前地域三町

村でワークショップを行ったが、その結果見えてきた課題（ネットショッ

ピングの利用、決済）は、隠岐・島前地域特有のものなのか、他の離島で

も共通の課題なのか、島後地域でも同様のワークショップを実施すること

により実証データの一つとなりうるものと思われた。 

平成 25 年度は、新たに大阪府内の高校生とインターネットを活用したワ

ークショップを実施し、自分たちの今後の島内、島外生活をイメージしな

がら、インターネットの利活用についてグループディスカッションを通し

て、都市部と離島とのインターネットに対する考え方の共通点・相違点、

その中にある問題点に気づき、解決策を自ら考えて行動出来るようになる

ことを目指したもの（文部科学省受託事業、受託者：㈲Will さんいん（松

江市））。 

（具体的な取組等の内容） 

【開催概要】 

① リアルワークショップの実施 

日 時:平成 25年 7月 16日(火)～18日（木） 

場 所:島根県隠岐の島町 西郷南、五箇、都万及び西郷の各中学校  

内 容:事前アンケート結果を基に、インターネットの光と影の部分について、また、 

影の部分で出たインターネットのトラブルへの対応方法について、KJ法を用い

てブレインストーミングを行った。各々のブレインストーミングの結果を付箋

に書き出し、模造紙に貼って行き、順次意見をまとめ、インターネット利用の

ルール「3か条」を各グループで決定し発表を行った。 

（①時間を決める、②セキュリティをかける、③個人情報を公開しない） 

※ルールの中で多かったもの上位 3位 

（4中学校から延べ 233名の生徒が参加）。 

 

＜ワークショップの流れ＞ 

① グループ名を決定 
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② ピンクの付箋：ネットのいい点・活用している点を書き出す 

③ 青の付箋：ネットの危険（リスク）な点を書き出す 

④ 黄色の付箋：危険（リスク）に対する対応策を書き出す 

⑤ ネット利用の３か条を模造紙にまとめる 

※進行：各グループに１名のファシリテーター（進行役）を配置。 

 

② ネットワークショップの実施 

日 時:平成 25年 8月 22日(木) 14時 00分～17時 15分 

場 所:島根県隠岐の島町 隠岐島文化会館と大阪羽衣学園 ※Skypeで繋ぎ実施 

内 容:インターネットを活用したワークショップを実施し、ネットの利用状況や問題 

点について、ネット上で、お互い対話を通じて考えた。 

インターネットの利用は、「買い物」、「SNS」などが多く、注意点としては、 

①個人情報を公開しない、②困ったときは大人に相談するなどの意見があり、

中学生・高校生ともに利用方法に大きな違いはなく、インターネットの利用に

は都会も田舎等も関係ないという気づきが得られ、隠岐の中学生にとっては、

普段なかなか交流することのできない大阪の高校生との意見交換がとても良

い刺激となった（上記 4中学校生徒会役員 13名と羽衣学園高校生 10名参加）。 

 

以上のワークショップでは、いずれもファシリテーター（促進者）としてＳＮＳ事業者

等を配置し助言等のサポートをしたことが議論の活性化につながった。 

 

③ シンポジウムの開催 

日 時:平成 26年 1月 19日(日) 14時 00分～16時 30分 

場 所:島根県隠岐の島町 隠岐島文化会館 大ホール 

内 容:・基調講演 

◇講師：越谷市教育センター所長 大西久雄 氏 

◇演題：「危ないから使うな！」から“上手に使う”へ 

・生徒によるワークショップ成果発表 （50分、各校 10分ずつ） 

上記 4中学校によるルールの発表 

羽衣学園高校生からの提言（コミュニケーションアプリの既読、スルーをテ

ーマにした寸劇等） 

※コーディネーター：学校法人 羽衣学園 教諭 米田謙三 氏 

・ソーシャルゲーム運営会社によるプチ講座（20分） 

◇株式会社ディー・エヌ・エー マーケティング本部 

 広報部長 金子 哲宏 氏 

◇「スマートフォンを上手に活用するために、インターネットについて知っ   

てほしいこと」 
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【取組の成果】 

 新たな試みとして、隠岐と大阪をネット（Skype）で繋いでワークショップを実施した。

インターネットの利用方法については、隠岐の中学生・大阪の高校生共に利用方法に大き

な違いはなく、インターネットの利用に関しては都市部も地方も違いがないということが

再認識できた。  

また、隠岐の中学生にとっては、普段直接交流することのできない大阪の高校生との意 

見交換がとても良い刺激となり、生活の違い・文化の違い等、価値観の違いについて気づ 

きが得られた。羽衣学園高校生の寸劇では、コミュニケーションアプリの問題点を会場の

中学生や大人に質問を投げかけるなど、参加者へも考えさせる工夫をし、会場はかなりの

盛り上がりを見せた。 

なお、シンポジウムは、隠岐の島町PTA連合会研修会と連携して実施したため、多数の 

保護者の参加があり、意識啓発にもつながった。 

 

写真・図表等   

   

ネットワークショップの模様 

 

   

シンポジウム会場風景 

 

 

69 



写真・図表等 

  

  

  

 〔出典：羽衣学園プレゼンテーション資料〕 

 

70 



 

都道府県 兵庫県 学校名等 猪名川町青少年健全育成推進会議 

名称 猪名川町青少年フォーラム（INAGAWAスマホサミット） 

目標(狙い) 

青少年のネット利用環境についての諸問題を総務省近畿総合通信局と連

携し、より多くの住民に周知させる。また、スマホやネットを実際に利用

する小中高生の保護者や地域の様々な団体と共に、これらの問題について

「青少年の健全な育成環境を守る」ことを目的に、青少年フォーラムを通

じて地域全体として考える機会を持ち、安全で安心な青少年のネット利用

環境の創出を地域全体で考え機会とする。 

１ 取組成果等 

・高校生が主体となって、事前調査含め、企画、立案、運営を行ったフォーラムを開催 

・子供達が主体となり協働したスマートフォン利用ガイドラインの策定 

 

２ 総務省施策等との関連性 

総務省では「スマートフォン安心安全強化戦略」において、色々な場でソーシャルメデ

ィアガイドラインの活用について働きかけを行っているところであるが、今回は、この取

組をさらに具体化し、子供が自発的にガイドラインの企画立案と作成を行うもの。そのサ

ポートを兵庫県や猪名川町、地元警察、総務省が務めている。 

  

３ 実施概要 

●開催日時及び開催場所 

・平成２６年１月１８日（土）午後０時３０分（受付開始） 

午後１時００分（開式）〜４時００分（閉会） 

・兵庫県猪名川町文化体育館 大ホール 

●開催テーマ 

「やめられない？止まらない！コミュニケーションアプリやネット」～みんなで学ぼう！

ネットの光と闇～ 

●開催概要 

⑤ 青少年サミット（中・高校生によるグループワークとプレゼンテーション） 

中学生と高校生自身がグループワークとプレゼンテーションを行い、その内容を提言と

してとりまとめた。 

・Ｈ２５．１２に実施したスマホアンケートに基づき、生徒が猪名川町の中高生の携帯

電話等の所持率やガラケーとスマホの利用実態の比較などが発表された。 

・中高生代表（約２０名）が見知らぬ人と容易につながったり、個人のプライバシーや

情報が漏れたりするインターネット、スマートフォンの危険性への対策について意見

を出し合った。 

⑥ 特別講演 講師 兵庫県立大学 竹内和雄 准教授（スマホ連絡会（近畿）座長） 

⑦ 中高生による「INAGAWAスマホ宣言」 
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上記①の提言に基づき、竹内准教授による「コミュニケーションアプリ」やスマホについ

ての特別講演等を踏まえ、総括として子供たちによる「INAGAWAスマホ宣言」を発表した。 

私たち、猪名川の中高生は、 

・自分たち自身でルールを作ります。夜○時まで 個人情報を書かない 心を広く 

・リアルのコミュニケーションを大切にします。 

・書いていいか、ダウンロードしていいか、立ち止まって考えます 

この宣言は、各学校や公共施設等へ掲示される予定。 

 

４ 期待される効果 

・ ガイドラインの策定を通じて、当事者意識の醸成、成果物の遵守意識の高まり 

・ 子供達同士でのリテラシー向上に向けた取組発展 

・ 地域の子どもや若者を育成する団体間のネットワーク構築促進 

・ 家庭・学校・地域・行政の情報の共有化 

・ 地域の子ども・若者と大人の意見の交換の機会創設 

・ 団体間交流と青少年参画による地域の連携促進 

 

５ 参加者数等 

  猪名川町内の全中学・高等学校（猪名川高校、猪名川中学、中谷中学、六瀬中学） 

１，３５８名（高校生７１１名、中学生６４７名）が参加。 

 

６ その他 

●開催主体 

 主催 猪名川町青少年健全育成推進会議 

 後援 総務省近畿総合通信局 兵庫県阪神北青少年本部 兵庫県教育委員会阪神教育事務

所 猪名川町 猪名川町教育委員会 猪名川町青少年問題協議会 猪名川町地域安

全推進協議会 株式会社ディー・エヌ・エー 一般社団法人 川西青年会議所 

写真・図表等 

 

 
●開催状況 △中高生によるプレゼンテーション 
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NPO 等との協業 
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都道府県 愛媛県 学校名等 愛媛大学教育学部附属中学校 

名称 「ｅ－ネット安心講座」を活用した情報モラル教育の充実 

目標(狙い) 

「ｅ－ネット安心講座」で紹介されたインターネット上での危険やトラブ

ルの具体的事例について、講座実施直後に教師が生徒に考えさせる機会を与

えることを通して、インターネットを利用するときの注意点や、正しい情報

モラルを理解させ、インターネットをうまく生活や人間関係づくりに活用し

ようとする態度を養う。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

 「ｅ－ネット安心講座」で、講師の話を一方的に聴くだけで終了とするのではなく、講

座に引き続いての学級活動において、学校側がアンケートや振り返りを実施した。さら

に本講座を「道徳的体験」と位置付け、総合単元的な道徳学習として一貫した取組を推

進した。 

講座実施直後に、講義内容やトラブル事例の疑似体験（講座におけるビデオ上映）を

振り返ることにより、情報モラルについて生徒らがより深い理解を得ることができた。 

  事前に講師と学校側で綿密な打ち合わせをし、講座内容についての学校側の要望を聞

き、それに応える形に調整することで、「ｅ－ネット安心講座」自体を学校側が意図する

道徳教育の一翼を担う情報モラル教育の教材として活用してもらうことができた。 

 

【実施日時】 

 平成２６年７月２日（水） １３：２５～１４：１５ （１年） 

 平成２６年７月７日（月）  ９：５０～１１：４０ （２年） 

 平成２６年７月７日（月） １１：１５～１２：２５ （３年） 

               

【参加者】 

 各学年生徒、各学年部教員、参観を希望する保護者 

【事前打ち合わせ】 

  「ｅ－ネット安心講座」１回だけの講座では時間が限られ、「浅く広く」という内容に

なってしまう。今回、学校側から、道徳教育の一翼を担う情報モラル教育に「ｅ－ネッ

ト安心講座」を組み込んで活用したいという意向が提示され、講座直後の学級活動で振

り返りの時間を設けることを前提に、今回、特に採り上げて欲しい内容、事例等につい

て事前に講師と学校側が打ち合わせを行った。そして、採り上げるテーマ、講義する順

番、時間、上映するトラブル事例のビデオの選択、上映するタイミング等を綿密に調整

した。 

特に、講座の最後で、学校側が現在最も懸念しているという「無料通話アプリを利用

して仲間はずれになった」事例をビデオ上映した上で、ポイント、問題点、注意点につ

いてのコメント等を、講師からは、学校側との打ち合わせに基づき、意図的に説明を行
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わず、直後の振り返りの時間において、生徒たちに考えてもらうという構成にした。 

 

【受講前】 

 講座の前に、本講座内の内容の紹介を行い受講の心構えをさせた。 

 

【講座等内容】 

 ・ｅ－ネット安心講座 ５０分 

  インターネットによる危険、トラブル事例の紹介。 

  ビデオ上映による疑似体験 

 

・学級活動（ｅ－ネット安心講座修了後）   

アンケートの実施及び講座で学んだことをワークシートに書かせ振り返りを行わせ

る。（３０分） 

 

【感想、アンケート結果】 

 アンケート結果より 

 ・「しっかりとインターネットを利用する時間やルールを作って、安全に利用したいと思

いました。」（１年男子） 

 ・「インターネットが便利だという反面、何かあった時の被害が世界にまで拡がるという

問題があり、常に注意を払って利用することが大切だと思いました。いろんな情報が

氾濫する中、悪い情報を見極める判断力を身につけたいと思います。」（３年女子） 

 ・学校からの回答にも、ビデオによるトラブル事例の疑似体験は有効であったとのコメ

ントがあった。 

 

【まとめ】 

  事前に講師と学校側で綿密に打ち合わせをし、講座内容について、道徳教育の一翼を

担う情報モラル教育を行う主体としての学校側の要望を聞き、それに応える形に調整す

ることで、「ｅ－ネット安心講座」自体を学校側が意図する情報モラル教育の教材として

組み込んで活用してもらうことができた。今後は当初の計画通り、本講座を活用した道

徳の時間の指導の充実により、ねらいに一層迫れることを期待している。 

  「講師が講座を実施して終了」とするのではなく、学校側がｅ－ネット安心講座を情

報モラル教育の教材として積極的に活用した事例として、他地域でも取り入れるべき先

進的取組と認められる。 

 ※参考：総合単元的道徳学習の計画（別添資料） 
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写真・図表等 

 

 

参考：総合単元的道徳学習の計画 
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 写真・図表等 

  

  

      ｅ－ネット安心講座の様子 

  

   

   愛媛大学ホームページ（同大附属中学校の活動を紹介するページ）に掲載 
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都道府県 愛知県 学校名等 弥富市立弥生小学校 

名称 すごろくを使ってインターネットの安全な利用法を学ぶ 

目標(狙い) 

すごろくを使用してインターネット上の問題の例を学び、ビデオや Web

教材を用いてウィルスや架空請求など、インターネットの安全な利用法

を学ぶ。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

小学校５年生と６年生の児童が、セキュろくと呼ばれるすごろくを使用してインター

ネットの脅威について学び、その後にビデオによるウィルスとはどのようなものかを学

習しました。また、Ｗｅｂ教材を使用して架空請求など、なるべく実際の姿に近いもの

を見せて、その対策について講演を行いました。パソコンだけでなくゲーム機やスマー

トフォンでも同様の事柄に注意するよう喚起し、インターネットを安全に利用する方法

を効果的に学びました。 

 

【実施時期・項目】 

時期：平成２６年６月２４日 

対象：５年生及び６年生の児童 ２０３名 

実施事業者：日本電気株式会社・NPO法人イーパーツ 共催 

 

【結果】 

インターネットのよいところだけでなく、ネットでやってはいけないことの両方をゲ

ーム感覚で楽しく学ぶことができました。 

 

【参考】 

この取組みは、「中日新聞(H26.6.25)」に掲載されました。 

また、ＮＰＯイーパーツのホームページに掲載されました。 

「http://www.eparts-jp.org/project/2014/06/nec20140624.html」 
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写真・図表等 

 

【すごろくに熱中する児童】 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

【教材に使用したすごろくの「セキュろく」】 
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都道府県 佐賀県 学校名等 
小城市立牛津小学校 

NPO法人 ITサポートさが 

名称 情報モラル教育ネットワークモデル事業の取組み 

目標(狙い) 

子どもの情報モラルに関する自己教育力を高め、安心・安全なネット社会

の構築に積極的に関わろうとする態度を育成すること。（ITサポートさが「情

報モラル教育ネットワークモデル事業 事業成果報告書」より） 

（具体的な取組等の内容） 

◎取組みの背景 

佐賀県では、平成２３年度から「先進的 ICT利活用教育推進事業」と銘打って、ICT利活

用教育が積極的に推進されている。特に平成２６年度からは、県内全ての県立高校におい

て、新入生を対象に学習用タブレット端末を使った教育が実施されている。また、学習用

タブレット端末は、武雄市などいくつかの小学校においても導入されており、この流れは

中学校へも広がりつつある。 

このようなことから佐賀県の児童生徒にとっては、ICT機器が身近にあり高い利便性が得

られる一方、長時間利用による生活習慣の乱れや、不適正な利用により、青少年の犯罪被

害、いじめやプライバシー上の問題等につながるケースも考えられる。このため、児童生

徒が、そのようなリスクや対応策を理解した上で、ICT機器を正しく利活用できる環境整備

や情報モラル意識を醸成させることの重要性が従来に増して高まっている。 

 

◎牛津小学校の取組み 

 ・道徳の時間を利用して、情報モラル教育を実施。そこで学んだものを図工（ポスター

作り）や国語（ドラマ（にわか）作り）の授業に活かす取組が、NPO 法人「IT サポート

さが」と連携して、数年前から積極的に行われている。 

・今年の６月には、LINE㈱と静岡大学との共同によるワークショップが、全国の小学校

では初めて本校で開催された。 

   

 

◎NPO法人「ITサポートさが」の取組み 

・特定非営利活動法人「IT サポートさが」は、インターネットを利用するすべての人を

対象に、正しく ICT を活用して社会をよりよくしていこうとする事業を行い、だれもが

【ワークショップの模様】 
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安心してインターネットを利活用できる社会作りに寄与することを目的に、平成１７年

４月に設立。 

・主な活動は、①情報モラル啓発劇、②「ネットの安心・安全」ポスターコンクール、

③講演活動、④ほっとネットライン。 

・平成２４、２５年度は、「情報モラル教育ネットワークモデル事業」(*)を実施。平成

２４年度は、「子どもの情報モラルを高める演劇的手法」フォーラムや佐賀、群馬、沖縄

３県での情報モラルワークショップを開催。平成２５年度は、「情報モラル学習チュータ

ー」に関する一連の事業と「ポスターコンクール」、「紙芝居ワークショップ」、「相談窓

口設置事業」等が行われている。 

・理事長は本年９月から牛津小学校の陣内教諭が就任、事務局は地元企業のエヌビーコ

ム。 

 ・IT サポートさがの詳細は、以下の URL参照。 

http://www.it-saga.jp/ 

    

 

         

 

(*)独立行政法人 福祉医療機構 社会福祉振興助成事業 全国的・広域的ネットワーク活動支援事業 

 
  

【情報モラル啓発劇】 【平成２５年度ポスターコンクール結果】 

【佐賀県 PTA 連合会発行（角 前理事長編集）】 【ネットやケータイ、スマホのトラブル相談窓口】 
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大人の勉強会 
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都道府県 大阪府 学校名等 大阪市旭区、大阪府立旭高等学校 

名称 高校生が教える！オトナのためのコミュニケーションアプリ白熱教室 

目標(狙い) 

自治体と地元高学校の生徒によるコミュニケーションアプリの使い方

から、インターネット・リテラシー向上を図るための協働取組を通して、

大人を対象にスマートフォンの利用実態などを若者の目線で捉え、自分

の子どもたちや家族に正しい利用方法を教えてもらうとともに、地域に

おける高校生のインターネット・リテラシー向上を目指す。 

１ 取組成果等 

コミュニケーションアプリの問題点と適正な使い方の共通理解 

 

２ 総務省施策等との関連性 

総務省や近畿総合通信局電気通信事業課が事務局を務める「スマートフォン時代に対応

した青少年のインターネット利用に関する連絡会（スマホ連絡会（近畿））」が推進するイ

ンターネット・リテラシー向上に資する関連活動として位置づけ。                    

                                              

３ 実施概要 

開催日：平成２６年３月１７日 

開催場所：旭区民センター（大阪市旭区） 

実施主体：大阪市旭区と大阪府立旭高等学校の生徒などで構成される実行委員会 

実施内容 

大阪府立旭高等学校の１年生、２年生の有志１５人と旭区市民協働課が中心となり、生

徒が先生を務める大人に向けたコミュニケーションアプリの使い方に関するシンポジウム

を開催した。 

シンポジウムでは、ＩＣＴの知識に乏しくスマートフォンなども利用したことない大人

でも理解できるように、コミュニケーションアプリなどについて、芝居仕立てで解説、ま

たいじめなどの問題点についても説明した。 

 

４ 期待される効果                  

・生徒目線による、実効性の高いリテラシー向上の取組展開 

・参加生徒のリテラシー向上に関する意識向上やコミュニケーション能力の醸成 

・リテラシー向上に関する広範な啓発活動に寄与 

・地元協働によるインターネット・リテラシー向上に関する新たな取組展開 
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都道府県 新潟県 学校名等 長岡地区高等学校生徒指導協議会 

名称 

長岡地区高等学校生徒指導協議会研修会 

「青少年のネットリテラシーを考える勉強会」 

～コミュニケーションアプリを体験し、スマホチルドレンを考える～ 

目標(狙い) 

生徒の指導に当るため、コミュニケーションアプリで子どもたちがどうい

うことをしているかの体験と、トラブルの原因と対策についての講話を通じ

て知識の向上を図る。 

（具体的な取組等の内容） 

 長岡地区の高等学校 16校の生徒指導担当教諭で構成される、長岡地区高等学校生徒指導

協議会では毎年１回生徒指導に資するための研修会を実施しています。 

 

 生徒たちにスマートフォンの普及が進み、ＳＮＳを通じたトラブルに関する相談が増す

中、スマートフォンを使っていない、或いはＳＮＳ等の利用をしていないなど、生徒を指

導する教諭の知識の向上が必要であるため、青少年のネットリテラシー向上に関するテー

マの研修会に取り組むことになりました。 

 

 昨年も同テーマで講演会を開催しましたが、話を聞くだけでは理解しきれないところも

あったことから、今年度は信越総合通信局及び信越情報通信懇談会の協力を得て、スマー

トフォンを使ったコミュニケーションアプリの体験会と「ネットリテラシーと青少年の安

全安心」と題した講演会を実施しました。 

 

コミュニケーションアプリ体験会ではスマートフォンを操作し、トーク、タイムライン

のほか、コミュニケーションアプリはずしや、安心・安全のためのコミュニケーションア

プリの設定など、生徒たちが実際に使っていることを体験することができ、また、講演で

は、講師からガラケーからスマートフォンになって、子供たちのネットの使い方やコミュ

ニケーションの取り方の変化など、最近の事例を紹介していただきつつ、ネットリテラシ

ーのための方策が提案されました。 

 

コミュニケーションアプリがどのように使われているか体験できた上で、実例を織り交

ぜてトラブルの原因（要因）や方策など、具体的な内容について説明を受け理解を深める

ことができました。 
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写真・図表等 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

「コミュニケーションアプリ」の様々な使い方等を体験 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

勉強会の様子 
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自治体の取組 
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都道府県 埼玉県 学校名等 和光市教育委員会 

名称 保護者向け啓発資料「家庭でのソーシャルメデイア利用のルールについて」 

目標(狙い) 

和光市内の小学校、中学校及び高校の児童・生徒の保護者向けに、ソーシ

ャルメディアの利用にあたり理解しておくことを周知するとともに、同内

容を児童・生徒への指導してもらうことを目標とした。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

関東総合通信局による、和光市青少年問題協議会でのルールづくりを含む講演を契機

として、市長等からの同市におけるネット利用に関するルールづくりについて取り組む

ことの提案を受けて、同市教育委員会において、保護者に対して、ネット利用にあたり

注意が必要な事項について周知啓発を行い、家庭でのルールづくりを促すことを目的と

した取組。 

【配布時期】 

 平成 26年 3月 

※ 平成 26 年 4月に実施した、「春の安心ネット新学期一斉行動」の取組としても高校

の入学式参加者に配布 

【配布先】 

 和光市内全小学校、全中学校及び全高等学校の保護者（児童・生徒を通じて配布） 

【資料内容】 

  ソーシャルメディアの利用にあたっては、ルールの徹底が必要であることから、   

次の事項について、各家庭で指導した後に利用を許可するように配慮を依頼。 

 
１ ソーシャルメディアは世界とつながっていること 

２ 個人情報等の安易な書き込みは、取り返しのつかない問題になること 

３ 情報等の安易な書き込みは、絶対にしてはいけないこと 

４ 学校の名誉や誰かを傷つけるなどの書き込みは、絶対に許されないこと 

５ 友だちとのやりとりは、選択や無視する勇気も必要であること 

６ 知らない人とのやりとりには、様々な危険性があること 

７ 利用する場合は、きまりや規則を守ることの大切さ 

８ 問題が生じた場合には、一人で悩まず先生や親に相談すること 
 

【その他】 

同啓発資料には、小学校、中学校及び高等学校の児童生徒並びに保護者に対して行っ

た、メデイア利用に関するアンケート結果も掲載し、利用の実態も併せて周知。 
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写真・図表等 

 ＜１ページ＞ 
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＜２ページ＞ 
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＜３ページ＞ 

 

 

 

91 



 

＜４ページ＞ 
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都道府県 沖縄県 学校名等 沖縄県教育庁等関係者 

名称 ネット被害防止ガイドラインの作成 

目標(狙い) 

平成 25 年 8 月に、県内の少女らが巻き込まれた売買春事件を背景に、沖

縄県、県教育庁、県警等が連携を図り、プロジェクトチームを立ち上げ、青

少年をネット被害から守るための一環としてガイドラインを作成した。 

（具体的な取組等の内容） 

【概要】 

 公立学校及び市町村教育委員会における諸問題に対応するため、県教育庁に設置されて

いる、「沖縄県教育委員会学校問題等解決支援チーム」のオブザーバーとして参加し、ガイ

ドライン作成に携わった。 

  

【期日】 

＜学校問題等解決支援チーム委員会＞ 

○11月 25日、2月 13日、会議へオブザーバー参加し、作業部会で作成を進めているガ

イドラインについて、意見交換を行い、平成 26年 3月に取りまとめた。 

＜ネット被害防止作業部会＞ 

○10月 28日、ネット被害防止作業部会へ参加し、ガイドラインに掲載する内容の検討を

行うとともに、役割分担の確認を行った。 

○11月 14日、12 月 24 日ガイドラインの内容について意見交換を実施し、その後は、メ

ールによる意見交換を継続し、2月 13日の委員会に諮るためのガイドライン（案）を取り

まとめた。  

 

【参加機関】 

＜学校問題等解決支援チーム委員会＞ 

スクールカウンセラー、弁護士、精神科医、法務局、児童相談所、県警本部、小中校長

会、高等学校校長会、保護者、教育庁、総務省沖縄総合通信事務所（オブザーバー参加） 

＜ネット被害防止作業部会＞ 

 沖縄県、県教育庁、県警本部、総務省沖縄総合通信事務所 

 

【結果】 

 作成された、「ネット被害防止ガイドライン」は、県下の県立高等学校・教育事務所、県

ＰＴＡ連合会等へ配布し、また、沖縄県教育委員会でのホームページでも掲載され、学校

での生徒指導、保護者への助言等に活用されている。 

 

ネット被害防止ガイドラインに係るサイト 

http://www.pref.okinawa.jp/edu/kenritsu/net_guideline.html 
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写真・図表等 

【ネット被害防止ガイドライン】 
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総合通信局等連絡先一覧 

 （担当都道府県） 

連絡先（いずれも「電気通

信事業課」（沖縄は「情報通

信課」）の連絡先） 

①北海道総合通信局 北海道 011-709-2311(内線 4706) 

②東北総合通信局 
青森県、岩手県、宮城県、秋田県、

山形県、福島県 
022-221-0628 

③関東総合通信局 
茨城県、栃木県、群馬県、埼玉県、

千葉県、東京都、神奈川県、山梨県 
03-6238-1670 

④信越総合通信局 新潟県、長野県 026-234-9952 

⑤北陸総合通信局 富山県、石川県、福井県 076-233-4422 

⑥東海総合通信局 岐阜県、静岡県、愛知県、三重県 052-971-9114 

⑦近畿総合通信局 
滋賀県、京都府、大阪府、兵庫県、

奈良県、和歌山県 
06-6942-8517 

⑧中国総合通信局 
鳥取県、島根県、岡山県、広島県、

山口県 
082-222-3375 

⑨四国総合通信局 徳島県、香川県、愛媛県、高知県 089-936-5042 

⑩九州総合通信局 
福岡県、佐賀県、長崎県、熊本県、

大分県、宮崎県、鹿児島県 
096-326-7862 

⑪沖縄総合通信事務所 沖縄県 098-865-2385 

 

安心ネットづくり促進協議会連絡先 

安心ネットづくり促進協議会 03-3562-8850 

 

103 



  

 





 

マナティーチャー 

 


	00事例集（最終）.pdf
	00事例集（最終）.pdf
	00事例集（最終）.pdf
	00事例集表紙裏表紙（作成中）.pdf
	00事例集（作成中）.pdf
	空白ページ


	P19.pdf

	00事例集.pdf

